
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号

容
器
保
安
規
則

高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

号
）
に
基
づ
き
、
お
よ
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
容
器

保
安
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
製
造
（
第
三
条
）

第
三
章
　
容
器
検
査
等

第
一
節
　
容
器
検
査
（
第
四
条―

第
七
条
）

第
二
節
　
容
器
の
刻
印
等
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
四
章
　
容
器
の
表
示
（
第
十
条―

第
十
二
条
）

第
五
章
　
附
属
品
の
基
準
等
（
第
十
三
条―

第
十
八

条
）

第
六
章
　
充
塡
（
第
十
九
条―

第
二
十
三
条
）

第
七
章
　
容
器
及
び
附
属
品
の
再
検
査
並
び
に
容
器
検

査
所
（
第
二
十
四
条―

第
三
十
九
条
）

第
八
章
　
容
器
等
検
査
に
係
る
登
録

第
一
節
　
登
録
の
基
準
等
（
第
四
十
条―

第
五
十
六

条
）

第
二
節
　
型
式
承
認
等
（
第
五
十
七
条―

第
六
十
八

条
）

第
九
章
　
雑
則
（
第
六
十
九
条―

第
七
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
二
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及

び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十

号
）
に
基
づ
い
て
、
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容

器
で
あ
つ
て
地
盤
面
に
対
し
て
移
動
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平

成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
適
用
を

受
け
る
容
器
を
除
く
。
以
下
単
に
「
容
器
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
保
安
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一
　
継
目
な
し
容
器
　
内
面
に
零
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る

圧
力
を
受
け
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い

う
。
）
に
溶
接
部
（
底
部
を
接
合
し
て
製
造
し
た
も

の
に
あ
つ
て
は
、
底
部
接
合
部
を
除
く
。
）
を
有
し

な
い
容
器
（
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
溶
接
容
器
　
耐
圧
部
分
に
溶
接
部
を
有
す
る
容
器

（
次
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
超
低
温
容
器
　
温
度
が
零
下
五
十
度
以
下
の
液
化

ガ
ス
を
充
塡
す
る
こ
と
が
で
き
る
容
器
で
あ
つ
て
断

熱
材
で
被
覆
す
る
こ
と
に
よ
り
容
器
内
の
ガ
ス
の
温

度
が
常
用
の
温
度
を
超
え
て
上
昇
し
な
い
よ
う
な
措

置
を
講
じ
て
あ
る
も
の
（
第
十
四
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

四
　
低
温
容
器
　
断
熱
材
で
被
覆
し
、
又
は
冷
凍
設
備

で
冷
却
す
る
こ
と
に
よ
り
容
器
内
の
ガ
ス
の
温
度
が

常
用
の
温
度
を
超
え
て
上
昇
し
な
い
よ
う
な
措
置
を

講
じ
て
あ
る
液
化
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

（
前
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
ろ
う
付
け
容
器
　
耐
圧
部
分
が
ろ
う
付
け
に
よ
り

接
合
さ
れ
た
容
器
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
再
充
塡
禁
止
容
器
　
高
圧
ガ
ス
を
一
度
充
塡
し
た

後
再
度
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
し
て
製
造
さ
れ
た
容
器

七
　
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
　
ラ
イ
ナ
ー

に
、
周
方
向
の
み
又
は
軸
方
向
及
び
周
方
向
に
樹
脂

含
浸
連
続
繊
維
を
巻
き
付
け
た
複
合
構
造
を
有
す
る

容
器

八
　
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
容
器
　
ラ
イ
ナ
ー
に
、
フ
ー
プ
巻

（
ラ
イ
ナ
ー
胴
部
に
繊
維
を
軸
と
ほ
ぼ
直
角
に
巻
き

付
け
る
方
法
を
い
う
。
）
の
み
に
よ
り
樹
脂
含
浸
連

続
繊
維
を
巻
き
付
け
た
容
器

九
　
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
　
ラ
イ
ナ
ー
に
、
ヘ
リ
カ
ル
巻

（
ラ
イ
ナ
ー
胴
部
及
び
鏡
部
に
繊
維
を
ら
旋
状
に
巻

き
付
け
る
方
法
を
い
う
。
）
又
は
イ
ン
プ
レ
ー
ン
巻

（
ラ
イ
ナ
ー
胴
部
及
び
鏡
部
に
繊
維
を
直
線
状
に
巻

き
付
け
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
樹
脂
含
浸
連
続

繊
維
を
巻
き
付
け
た
容
器

十
　
一
般
継
目
な
し
容
器
　
継
目
な
し
容
器
で
あ
つ

て
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
以
外
の
も
の

十
一
　
一
般
複
合
容
器
　
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複

合
容
器
で
あ
つ
て
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

送
自
動
車
用
容
器
以
外
の
も
の

十
一
の
二
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
一
般
複
合
容
器
　
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
の
う
ち
、
液

化
石
油
ガ
ス
（
炭
素
数
三
又
は
四
の
炭
化
水
素
を
主

成
分
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
充
塡

す
る
た
め
の
容
器
（
ケ
ー
シ
ン
グ
を
有
す
る
も
の
に

限
る
。
）

十
一
の
三
　
医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
　
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
合
金
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
の
う
ち
、

医
療
用
の
圧
縮
酸
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

十
二
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
次

の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し

容
器
　
継
目
な
し
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
（
道

路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い

い
、
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
燃

料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た

め
の
容
器

ロ
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容

器
　
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
で
あ
つ

て
、
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
天
然
ガ

ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

十
三
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
次
の
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
（
第
十
三
号
の
三
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

イ
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容

器
　
継
目
な
し
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
燃
料

装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の

容
器

ロ
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
　
繊

維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
で
あ
つ
て
、
自

動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す

る
た
め
の
容
器

十
三
の
二
　
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
一
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る
自
家
用
乗
用
自
動
車
に
装
置
さ
れ
る

も
の

十
三
の
三
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
　
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
で
あ
つ

て
、
車
両
並
び
に
車
両
へ
の
取
付
け
又
は
車
両
に
お

け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び
部
品
に
係
る
世
界
技

術
規
則
の
作
成
に
関
す
る
協
定
（
平
成
十
二
年
外
務

省
告
示
第
四
百
七
十
四
号
）
に
基
づ
き
世
界
登
録
簿

に
記
載
さ
れ
た
世
界
技
術
規
則
（
以
下
単
に
「
世
界

技
術
規
則
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車
の
燃

料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の

容
器

十
三
の
四
　
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
一
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
家
用
乗
用
自
動
車
に
装

置
さ
れ
る
も
の

十
三
の
五
　
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
　
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複

合
容
器
で
あ
つ
て
、
二
輪
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と

し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

十
四
　
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
自

動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡

す
る
た
め
の
容
器

十
五
　
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
自

動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡

す
る
た
め
の
容
器

十
六
　
荷
室
用
容
器
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

で
あ
つ
て
、
荷
室
（
石
は
ね
、
雨
水
そ
の
他
腐
食
環

境
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
構
造
的
に

措
置
さ
れ
て
い
る
場
所
に
限
る
。
）
の
み
に
装
置
さ

れ
る
も
の

十
七
　
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
　
高
圧
ガ
ス
を

運
送
す
る
た
め
の
容
器
で
あ
つ
て
、
タ
ン
ク
自
動
車

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運

輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第

二
十
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
被
け

ん
引
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和

二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
固
定
さ
れ

た
も
の

十
七
の
二
　
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
　
繊
維
強

化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
で
あ
つ
て
、
圧
縮
水
素

を
運
送
す
る
た
め
の
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

十
七
の
三
　
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
　
超
低
温

容
器
で
あ
つ
て
、
液
化
水
素
を
運
送
す
る
た
め
の
高

圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

十
七
の
四
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目

な
し
容
器
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
で
製
造
さ
れ
た
継

目
な
し
容
器
で
あ
つ
て
、
ス
ク
ー
バ
用
と
し
て
空
気

又
は
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通

商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第

四
号
に
定
め
る
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の

十
八
　
Ｐ
Ｇ
容
器
　
ヘ
リ
ウ
ム
、
ネ
オ
ン
、
ア
ル
ゴ

ン
、
ク
リ
プ
ト
ン
若
し
く
は
窒
素
又
は
こ
れ
ら
の
ガ

ス
の
う
ち
二
以
上
を
成
分
と
す
る
混
合
ガ
ス
を
充
塡

す
る
容
器

十
九
　
Ｓ
Ｇ
容
器
　
次
に
掲
げ
る
ガ
ス
を
充
塡
す
る

容
器

イ
　
モ
ノ
シ
ラ
ン

ロ
　
ホ
ス
フ
ィ
ン

ハ
　
ア
ル
シ
ン

ニ
　
ジ
ボ
ラ
ン

ホ
　
セ
レ
ン
化
水
素

ヘ
　
モ
ノ
ゲ
ル
マ
ン

ト
　
ジ
シ
ラ
ン

1



チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
の
ガ
ス
の
う
ち
二
以
上
を
成
分

と
す
る
混
合
ガ
ス

リ
　
イ
か
ら
チ
ま
で
の
ガ
ス
の
う
ち
一
以
上
及
び
前

号
に
掲
げ
る
ガ
ス
の
う
ち
一
以
上
を
成
分
と
す
る

混
合
ガ
ス

ヌ
　
イ
か
ら
チ
ま
で
の
ガ
ス
の
う
ち
一
以
上
及
び
水

素
を
成
分
と
す
る
混
合
ガ
ス

ル
　
イ
か
ら
チ
ま
で
の
ガ
ス
の
う
ち
一
以
上
、
前
号

に
掲
げ
る
ガ
ス
の
う
ち
一
以
上
及
び
水
素
を
成
分

と
す
る
混
合
ガ
ス

二
十
　
Ｆ
Ｃ
一
類
容
器
　
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

（
可
燃
性
ガ
ス
及
び
毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
充
塡
す
る
容
器

イ
　
温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
の
三
分

の
五
倍
が
三
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る

も
の

ロ
　
温
度
六
十
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
が
二
・
四

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も
の

二
十
一
　
Ｆ
Ｃ
二
類
容
器
　
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

（
可
燃
性
ガ
ス
及
び
毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
又
は
前
号
に
掲
げ

る
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器

イ
　
温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
の
三
分

の
五
倍
が
四
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る

も
の

ロ
　
温
度
六
十
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
が
三
・
二

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も
の

二
十
二
　
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
　
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

（
可
燃
性
ガ
ス
及
び
毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
又
は
前
二
号
に
掲

げ
る
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器

イ
　
温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
の
三
分

の
五
倍
が
五
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る

も
の

ロ
　
温
度
六
十
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
が
四
・
〇

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も
の

二
十
二
の
二
　
Ｆ
Ｃ
四
類
容
器
　
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
（
可
燃
性
ガ
ス
及
び
毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
で

あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
又
は
前
三

号
に
掲
げ
る
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器

イ
　
温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
の
三
分

の
五
倍
が
六
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る

も
の

ロ
　
温
度
六
十
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
が
四
・
八

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も
の

二
十
三
　
Ｆ
Ｃ
容
器
　
Ｆ
Ｃ
一
類
容
器
、
Ｆ
Ｃ
二
類
容

器
、
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
及
び
Ｆ
Ｃ
四
類
容
器

二
十
四
　
高
強
度
鋼
　
マ
ン
ガ
ン
鋼
、
ク
ロ
ム
モ
リ
ブ

デ
ン
鋼
、
ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
そ
の
他

の
低
合
金
鋼
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
引
張
強
さ
が
マ
ン
ガ
ン
鋼
に
あ
つ
て
は
八
百
八

十
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の

材
料
に
あ
つ
て
は
九
百
五
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

二
十
五
　

高
充
塡
圧
力
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

容
器
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

容
器
の
区
分

圧
力

圧
縮
ガ
ス
を
充
塡
す

る
容
器
（
Ｓ
Ｇ
容

器
、
国
際
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
圧

縮
水
素
二
輪
自
動

車
燃
料
装
置
用
容

器
を
除
く
。
）

温
度
三
十
五
度
（
ア
セ

チ
レ
ン
ガ
ス
に
あ
つ

て
は
、
温
度
十
五
度
）

に
お
い
て
そ
の
容
器

に
充
塡
す
る
こ
と
が

で
き
る
ガ
ス
の
圧
力

の
う
ち

高
の
も
の

の
数
値

超
低
温
容
器
、
低
温

容
器
又
は
液
化
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器

常
用
の
圧
力
の
う
ち

高
の
も
の
の
数
値

超
低
温
容
器
、
低
温

容
器
及
び
液
化
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
以

外
の
容
器
で
あ
つ

て
液
化
ガ
ス
を
充

塡
す
る
も
の
（
Ｓ

Ｇ
容
器
を
除
く
。
）

第
二
十
六
号
の
表
に
規

定
す
る
耐
圧
試
験
圧

力

の

五

分

の

三

倍

（
再
充
塡
禁
止
容
器
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、

第
二
十
七
号
に
規
定

す
る
耐
圧
試
験
圧
力

の
五
分
の
四
倍
）
の

圧
力
の
数
値

国
際
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容

器
及
び
圧
縮
水
素

二
輪
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器

燃
料
の
充
塡
中
に
そ
の

容
器
に
か
か
る
ガ
ス

の
圧
力
の
う
ち

高

の
も
の
の
数
値
で
あ

つ
て
、
次
号
に
規
定

す
る
公
称
使
用
圧
力

の
四
分
の
五
倍
の
圧

力
の
数
値

Ｓ
Ｇ
容
器

第
二
十
六
号
の
表
に
規

定
す
る
耐
圧
試
験
圧

力
の
五
分
の
三
倍
の

圧
力
の
数
値

二
十
五
の
二
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

係
る
公
称
使
用
圧
力
　
温
度
十
五
度
に
お
い
て
容
器

に
圧
縮
水
素
を
完
全
に
充
塡
し
て
使
用
す
る
と
き
の

動
作
特
性
を
表
す
基
準
と
な
る
圧
力
の
数
値

二
十
六
　
耐
圧
試
験
圧
力
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

種
類
の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
応
じ
て
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
圧
力
（
次
号
か
ら
第
二
十
八
号

の
二
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

高
圧
ガ
ス
の
種
類

圧

力

（

単
位
　

メ
ガ

パ
ス

カル
）

圧
縮
ガ
ス

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス

高
充

塡
圧

力
の

数
値

の
三

倍

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
以
外

の
ガ
ス

高
充

塡
圧

力
の

数
値

の
三

分
の

五
倍

Ｓ
Ｇ
容
器
に
充
塡
す
る
ガ
ス

二

十
四
・

五

超
低
温
容
器
、
低
温
容
器
及
び
液
化

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス

高
充

塡
圧

力
の

数
値

の
三

分
の

五
倍

液
化
ガ
ス

（

超

低

温
容
器

、
低
温

容
器
及

び
液
化

天
然
ガ

ス
自
動

車
燃
料

装
置
用

容
器
に

液
化
エ
チ
レ
ン

二

十
二
・

一

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
十
三

二
十
・

六

液
化
炭
酸
ガ
ス

十
九
・

六

液
化
亜
酸
化
窒
素

十
九
・

六

充
塡
す

る
も
の

を
除
く

。
）

液
化
エ
タ
ン

十
九
・

六

液
化
六
ふ
つ
化
硫
黄

十
九
・

六

液
化
炭
酸
ガ
ス
に
液
化

酸
化
エ
チ
レ
ン
又
は

液
化
亜
酸
化
窒
素
を

添
加
し
た
も
の

十
九
・

六

液
化
四
ふ
つ
化
エ

チ
レ
ン

Ａ

十
三
・

七

Ｂ

十
九
・

六

液
化
キ
セ
ノ
ン

Ａ

十
二
・

七

Ｂ

十
九
・

六

液
化
塩
化
水
素

Ａ

十
二
・

七

Ｂ

十
五
・

二

液
化
臭
化
水
素

Ａ

六
・
七

Ｂ

七
・
六

Ｆ
Ｃ
四
類
容
器
に

充
塡
す
る
ガ
ス

Ａ

六
・
〇

液
化
硫
化
水
素

Ａ

五
・
二

Ｂ

六
・
四

Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
に

充
塡
す
る
ガ
ス

Ａ

五
・
〇

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー

ボ

ン

十

三

Ｂ
一

Ａ

四
・
三

Ｂ

五
・
一

Ｆ
Ｃ
二
類
容
器
に

充
塡
す
る
ガ
ス

Ａ

四
・
〇

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
五
百
二

Ａ

三
・
〇

Ｂ

三
・
六

液
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

Ａ

三
・
〇

Ｂ

三
・
五

Ｆ
Ｃ
一
類
容
器
に

充
塡
す
る
ガ
ス

Ａ

三
・
〇

液
化
ア
ン
モ
ニ
ア

Ａ

二
・
九

Ｂ

三
・
六

液

化石油

温

度

四

十

八

度

に

お

け

る

圧

Ａ

三
・
〇

Ｂ

三
・
五

2



ガス

力

が

一

・

五

三

メ

ガ

パ

ス

カ

ル

を

超

え一

・

八

二

メ

ガ

パ

ス

カ

ル

以

下

の

も

の
温

度

四

十

八

度

に

お

け

る

圧

力

が

〇

・

八

八

メ

ガ

パ

ス

カ

ル

を

超

え一

・

五

三

メ

ガ

パ

ス

カ

ル

以

下

の

も

の

Ａ

二
・
五

Ｂ

二
・
九

温

度

四

十

八

度

に

お

け

る

圧

力

が

〇

・

八

八

メ

ガ

パ

ス

カ

ル

以

下

Ａ

一
・
五

Ｂ

一
・
八

の

も

の

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
二
十
二

Ａ

二
・
九

Ｂ

三
・
四

液
化
プ
ロ
パ
ン

Ａ

二
・
五

Ｂ

二
・
九

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
百
十
五

Ａ

二
・
五

Ｂ

二
・
九

液
化
塩
素

Ａ

二
・
二

Ｂ

二
・
五

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
五
百

Ａ

二
・
二

Ｂ

二
・
四

液
化
シ
ク
ロ
プ
ロ

パ
ン

Ａ

二
・
一

Ｂ

二
・
五

液
化
メ
チ
ル
エ
ー

テ
ル

Ａ

一
・
八

Ｂ

二
・
三

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
十
二

Ａ

一
・
八

Ｂ

二
・
一

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
百
五
十

二
ａ

Ａ

一
・
八

Ｂ

二
・
一

液
化
ク
ロ
ル
メ

チ
ル

Ａ

一
・
六

Ｂ

二
・
〇

液
化
亜
硫
酸
ガ
ス

Ａ

一
・
二

Ｂ

一
・
五

液
化
塩
化
ビ
ニ
ル

Ａ

一
・
二

Ｂ

一
・
三

液
化
モ
ノ
メ
チ
ル

ア
ミ
ン

Ａ

一
・
〇

Ｂ

一
・
三

液
化
ブ
タ
ジ
エ
ン

Ａ

一
・
〇

Ｂ

一
・
二

液
化
酸
化
エ
チ

レ
ン

Ａ

一
・
〇

Ｂ

一
・
二

液
化
ブ
タ
ン

Ａ

〇
・
九

Ｂ

一
・
一

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
Ｃ
三
百

十
八

Ａ

〇
・
九

Ｂ

一
・
一

液
化
ブ
チ
レ
ン

Ａ

〇
・
八

Ｂ

一
・
〇

液
化
ト
リ
メ
チ
ル

ア
ミ
ン

Ａ

〇
・
六

Ｂ

〇
・
八

液
化
ジ
メ
チ
ル
ア

ミ
ン

Ａ

〇
・
六

Ｂ

〇
・
七

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
百
十
四

Ａ

〇
・
五

Ｂ

〇
・
七

液
化
シ
ア
ン
化
水
素

〇
・
六

そ
の
他
の
ガ
ス

Ａ

温
度
四

十
八

度
に

お
け

る
圧

力
の

数
値

の
三

分
の

五
倍

又
は

二
十

四
・

五

Ｂ

温
度
五

十
五

度
に

お
け

る
圧

力
の

数
値

の
三

分
の

五
倍

又
は

二
十

四
・

五

備
考

Ａ
は
、
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
容
器

で
あ
つ
て
、
そ
の
外
面
を
厚
さ
五
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
（
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
容

器
に
つ
い
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の

コ
ル
ク
で
被
覆
し
て
あ
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
断
熱
の
措
置
を
講
じ
て
あ
る
も
の
及

び
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
と

し
、
Ｂ
は
、
そ
の
他
の
容
器
と
す
る
。

二
十
七
　
再
充
塡
禁
止
容
器
に
係
る
耐
圧
試
験
圧
力
　

次
に
掲
げ
る
種
類
の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に

応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
圧
力

イ
　
圧
縮
ガ
ス
　

高
充
塡
圧
力
の
数
値
の
四
分
の

五
倍

ロ
　
液
化
ガ
ス
　
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類

の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
号
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
耐
圧
試
験
圧
力

の
数
値
の
四
分
の
三
倍

二
十
七
の
二
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
及
び

圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
係
る
耐
圧
試
験
圧

力
　

高
充
塡
圧
力
の
数
値
の
二
分
の
三
倍

二
十
七
の
三
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な

し
容
器
に
係
る
耐
圧
試
験
圧
力
　

高
充
塡
圧
力
の

数
値
の
十
分
の
十
三
倍

二
十
八
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器

に
係
る
耐
圧
試
験
圧
力
　
次
に
掲
げ
る
種
類
の
高
圧

ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定

め
る
圧
力

イ
　
圧
縮
ガ
ス
　

高
充
塡
圧
力
の
数
値
の
二
分
の

三
倍

ロ
　
液
化
ガ
ス
　
第
二
十
六
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
種
類
の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
耐
圧

試
験
圧
力
の
数
値
の
十
分
の
九
倍

二
十
八
の
二
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

係
る
耐
圧
試
験
圧
力
　

高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
六

倍
の
圧
力
の
数
値

二
十
八
の
三
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
係
る
試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数
　
世
界
技
術
規

則
に
よ
る
初
期
の
圧
力
サ
イ
ク
ル
試
験
に
お
い
て
寿

命
の
基
準
値
と
す
る
た
め
に
使
用
し
た
回
数

二
十
八
の
四
　
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
係
る
試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数
　
一
万
千
回

二
十
九
　
可
燃
性
ガ
ス
　
ア
セ
チ
レ
ン
、
ア
ル
シ
ン
、

ア
ン
モ
ニ
ア
、
一
酸
化
炭
素
、
エ
タ
ン
、
エ
チ
レ

ン
、
塩
化
ビ
ニ
ル
、
ク
ロ
ル
メ
チ
ル
、
酸
化
エ
チ
レ

ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ジ
シ
ラ

ン
、
ジ
ボ
ラ
ン
、
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
水
素
、
セ
レ

ン
化
水
素
、
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ブ
タ
ジ
エ
ン
、

ブ
タ
ン
、
ブ
チ
レ
ン
、
プ
ロ
パ
ン
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
、

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
五
十
二
ａ
、
ホ
ス
フ
ィ
ン
、

メ
タ
ン
、
モ
ノ
ゲ
ル
マ
ン
、
モ
ノ
シ
ラ
ン
、
モ
ノ
メ

チ
ル
ア
ミ
ン
、
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
四
ふ
つ
化
エ
チ

レ
ン
、
硫
化
水
素
及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
次

の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
（
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除

く
。
）

3



イ
　
爆
発
限
界
（
空
気
と
混
合
し
た
場
合
の
爆
発
限

界
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
下
限
が
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
の
も
の

ロ
　
爆
発
限
界
の
上
限
と
下
限
の
差
が
二
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
の
も
の

三
十
　
毒
性
ガ
ス
　
亜
硫
酸
ガ
ス
、
ア
ル
シ
ン
、
ア
ン

モ
ニ
ア
、
一
酸
化
炭
素
、
塩
化
水
素
、
塩
素
、
ク
ロ

ル
メ
チ
ル
、
五
ふ
つ
化
ヒ
素
、
五
ふ
つ
化
リ
ン
、
酸

化
エ
チ
レ
ン
、
三
ふ
つ
化
窒
素
、
三
ふ
つ
化
ホ
ウ

素
、
三
ふ
つ
化
リ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
ジ
シ
ラ

ン
、
ジ
ボ
ラ
ン
、
臭
化
水
素
、
セ
レ
ン
化
水
素
、
ト

リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ふ
つ
素
、
ホ
ス
ゲ
ン
、
ホ
ス
フ

ィ
ン
、
モ
ノ
ゲ
ル
マ
ン
、
モ
ノ
シ
ラ
ン
、
モ
ノ
メ
チ

ル
ア
ミ
ン
、
四
ふ
つ
化
硫
黄
、
四
ふ
つ
化
ケ
イ
素
、

硫
化
水
素
及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
毒
物
及
び

劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
物

三
十
一
　
型
式
試
験
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一

項
の
型
式
の
承
認
を
受
け
る
た
め
に
同
一
の
型
式
ご

と
に
一
回
限
り
行
う
試
験

三
十
二
　
エ
ル
ハ
ル
ト
式
　
継
目
な
し
容
器
の
製
造
方

法
の
う
ち
、
胴
部
及
び
底
部
を
金
属
材
料
塊
の
押
出

し
等
に
よ
つ
て
成
形
す
る
も
の

三
十
三
　
マ
ン
ネ
ス
マ
ン
式
　
継
目
な
し
容
器
の
製
造

方
法
の
う
ち
、
容
器
の
底
部
を
管
の
端
部
の
熱
加
工

（
金
属
を
加
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
接
合
で

成
形
す
る
も
の
又
は
管
の
両
端
部
を
熱
加
工
に
よ
り

成
形
す
る
も
の

三
十
四
　
カ
ッ
ピ
ン
グ
式
　
継
目
な
し
容
器
の
製
造
方

法
の
う
ち
、
胴
部
及
び
底
部
を
金
属
板
の
絞
り
加
工

等
に
よ
つ
て
成
形
す
る
も
の

第
二
章
　
製
造

（
製
造
の
方
法
の
基
準
）

第
三
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
容
器
は
、
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
、
充
塡
圧

力
、
使
用
温
度
及
び
使
用
さ
れ
る
環
境
に
応
じ
た
適

切
な
材
料
を
使
用
し
て
製
造
す
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
、
充
塡
圧

力
、
使
用
温
度
及
び
使
用
さ
れ
る
環
境
に
応
じ
た
適

切
な
肉
厚
を
有
す
る
よ
う
に
製
造
す
る
こ
と
。

三
　
容
器
は
、
そ
の
材
料
、
使
用
温
度
及
び
使
用
さ
れ

る
環
境
に
応
じ
た
適
切
な
構
造
及
び
仕
様
に
よ
り
製

造
す
る
こ
と
。

四
　
容
器
は
、
そ
の
材
料
及
び
構
造
に
応
じ
た
適
切
な

加
工
、
溶
接
及
び
熱
処
理
の
方
法
に
よ
り
製
造
す
る

こ
と
。

五
　
容
器
は
、
適
切
な
寸
法
精
度
を
有
す
る
よ
う
に
製

造
す
る
こ
と
。

第
三
章
　
容
器
検
査
等

第
一
節
　
容
器
検
査

（
容
器
検
査
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、

容
器
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
容

器
検
査
申
請
書
を
容
器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保

安
監
督
部
長
（
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器

（
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
容
器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
つ
て

は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
九
条
及
び
第
六
十
九
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
検
査
の
除
外
）

第
五
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
容
器
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
輸
出
に
供
す
る
容
器

二
　
本
邦
で
使
用
さ
れ
る
容
器
で
あ
つ
て
、
高
圧
ガ
ス

が
充
塡
さ
れ
な
い
も
の

三
　
本
邦
で
使
用
さ
れ
る
容
器
で
あ
つ
て
、
高
圧
ガ
ス

が
充
塡
さ
れ
た
後
に
流
通
し
な
い
も
の

（
容
器
検
査
の
方
法
）

第
六
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
検
査
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
試
験
片
、
試
験

圧
力
、
試
験
媒
体
、
保
持
時
間
、
確
認
手
段
そ
の
他

の
再
現
性
を
確
保
す
る
た
め
に
明
ら
か
に
す
べ
き
事

項
に
係
る
条
件
を
明
ら
か
に
し
て
こ
れ
を
行
う
こ

と
。

二
　
試
験
の
手
順
、
試
験
片
、
試
験
機
等
は
、
必
要
に

応
じ
て
、
日
本
産
業
規
格
そ
の
他
の
標
準
化
さ
れ
た

規
格
を
用
い
る
こ
と
。

三
　
経
済
産
業
大
臣
が
材
料
、
肉
厚
、
構
造
等
が
適
切

で
あ
る
と
認
め
た
容
器
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
適
当
と

認
め
ら
れ
る
材
料
の
品
質
及
び
容
器
の
強
度
を
示
す

図
書
そ
の
他
の
容
器
検
査
に
必
要
な
資
料
を
備
え
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
料
に
係
る
試
験
又

は
検
査
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
容
器
検
査
の
結
果
に
係
る
記
録
を
適
切
に
作
成

し
、
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
。

（
容
器
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
）

第
七
条
　
法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の
容
器

の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
第
三
条
で
定
め
る
製
造
の
方
法
の
基
準

に
適
合
す
る
よ
う
に
設
計
す
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
耐
圧
試
験
圧
力
以
上
の
圧
力
で
行
う
耐

圧
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
前
号
の
他
、
容
器
は
、
充
塡
圧
力
及
び
使
用
温
度

に
応
じ
た
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
容
器
は
、
使
用
上
有
害
な
欠
陥
の
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

五
　
容
器
は
、
適
切
な
寸
法
精
度
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

六
　
容
器
は
、
そ
の
使
用
環
境
上
想
定
し
得
る
外
的
負

荷
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
容
器
は
、
充
塡
す
る
圧
力
に
応
じ
た
気
密
性
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
他
の
用
途
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支

障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
容
器
に
あ
つ
て
は
、
当

該
用
途
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
容
器
で
あ
る
こ

と
。

九
　
そ
の
構
造
、
材
料
及
び
使
用
形
態
の
観
点
か
ら
高

圧
ガ
ス
の
種
類
、
充
塡
圧
力
、
内
容
積
及
び
表
示
方

法
を
制
限
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
容
器
に
あ
つ
て

は
、
当
該
制
限
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
型
式
試
験
に
合
格
し

た
型
式
に
あ
つ
て
は
、
容
器
検
査
の
う
ち
当
該
型
式
試

験
に
お
い
て
実
施
し
た
試
験
と
同
一
の
内
容
の
も
の
、

容
器
検
査
に
合
格
し
た
型
式
に
あ
つ
て
は
、
型
式
試
験

の
う
ち
当
該
容
器
検
査
に
お
い
て
実
施
し
た
試
験
と
同

一
の
内
容
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
二
節
　
容
器
の
刻
印
等

（
刻
印
等
の
方
式
）

第
八
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や

す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号

二
　
容
器
製
造
業
者
（
検
査
を
受
け
た
者
が
容
器
製
造

業
者
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
容
器
製
造
業
者

及
び
検
査
を
受
け
た
者
）
の
名
称
又
は
そ
の
符
号

（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て

は
、
名
称
に
限
る
。
）

三
　
充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
Ｐ
Ｇ
容
器
に
あ

つ
て
は
Ｐ
Ｇ
、
Ｓ
Ｇ
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｓ
Ｇ
、
Ｆ
Ｃ

一
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
１
、
Ｆ
Ｃ
二
類
容
器
に

あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
２
、
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ

Ｃ
３
、
Ｆ
Ｃ
四
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
４
、
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｃ

Ｎ
Ｇ
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自

動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｃ
Ｈ
Ｇ
、
液
化
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｌ
Ｎ
Ｇ
、
そ

の
他
の
容
器
に
あ
つ
て
は
高
圧
ガ
ス
の
名
称
、
略
称

又
は
分
子
式
）

三
の
二
　
医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
に
あ
つ
て

は
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
そ
の
旨
の
表

示
（
記
号
　
Ｍ
Ｅ
Ｄ
）

四
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ

て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲

げ
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
区

分
及
び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｒ
）

イ
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し

容
器
（
記
号
　
Ｖ
１
）

ロ
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧
力

の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ
る
金

属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
複
合
容
器
（
記
号
　
Ｖ
２
）

ハ
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧
力

の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ
る
金

属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
複
合
容
器
（
記
号
　
Ｖ
３
）

四
の
二
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ

て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲

げ
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
区
分
及

び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｒ
）

イ
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器

（
記
号
　
Ｖ
Ｈ
１
）

ロ
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧
力

の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ
る
金

属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複

合
容
器
（
記
号
　
Ｖ
Ｈ
２
）

ハ
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧
力

の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ
る
金

属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複

合
容
器
（
記
号
　
Ｖ
Ｈ
３
）

四
の
二
の
二
　
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
前
号

に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水

4



素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
る
旨
の
表
示
（
記

号
　
Ｌ
Ｃ
）
及
び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｒ
）

四
の
二
の
三
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け

て
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ

る
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｇ
Ｖ
Ｈ
）

四
の
二
の
四
　
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
前
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、

前
号
の
表
示
及
び
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
る
旨
の
表
示
（
記

号
　
Ｇ
Ｌ
Ｃ
）

四
の
二
の
五
　
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け

て
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ

る
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｔ
Ｖ
Ｈ
）

四
の
三
　
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て

は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲
げ

る
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
の
区
分

イ
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧
力

の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ
る
金

属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

（
記
号
　
Ｔ
Ｈ
２
）

ロ
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧
力

の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ
る
金

属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

（
記
号
　
Ｔ
Ｈ
３
）

四
の
四
　
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

あ
つ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
そ

の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｖ
Ｌ
）

四
の
五
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な

し
容
器
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続

け
て
、
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｓ
Ｃ
Ｕ
Ｂ
Ａ
）

五
　
容
器
の
記
号
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器

に
あ
つ
て
は
、
三
文
字
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及

び
番
号
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
あ
つ

て
は
、
五
け
た
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

六
　
内
容
積
（
記
号
　
Ｖ
、
単
位
　
リ
ッ
ト
ル
）

七
　
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自
動

車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す

る
も
の
に
限
る
。
）
、
超
低
温
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮

水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
除
く
容
器
に
あ
つ
て

は
、
附
属
品
（
取
り
は
ず
し
の
で
き
る
も
の
に
限

る
。
）
を
含
ま
な
い
容
器
の
質
量
（
記
号
　
Ｗ
、
単

位
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

八
　
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
あ
つ
て

は
、
前
号
の
質
量
に
そ
の
容
器
の
多
孔
質
物
及
び
附

属
品
の
質
量
を
加
え
た
質
量
（
記
号
　
Ｔ
Ｗ
、
単

位
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

九
　
容
器
検
査
に
合
格
し
た
年
月
（
内
容
積
が
四
千
リ

ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容

器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器
検

査
に
合
格
し
た
年
月
日
）

十
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
容
器
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
（
国
際
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
充
塡
可
能
期
限

年
月
）

イ
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
容

器
検
査
に
合
格
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
十

五
年
を
経
過
し
た
日
（
十
五
年
を
超
え
て
圧
縮
天

然
ガ
ス
を
充
塡
で
き
る
も
の
と
し
て
製
造
さ
れ
た

容
器
に
あ
つ
て
は
、
二
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
、
容
器
製
造
業
者
が
定
め
た
日
）

ロ
　
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
容

器
検
査
に
合
格
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
十

五
年
を
経
過
し
た
日

ハ
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮

水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
　
容
器
検
査
に
合
格
し

た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た

日
又
は
十
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
容

器
製
造
業
者
が
定
め
た
日

ニ
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
容
器

検
査
に
合
格
し
た
月
の
前
月
か
ら
起
算
し
て
十
五

年
を
経
過
し
た
月

十
一
　
超
低
温
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動

車
用
容
器
以
外
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
耐
圧
試
験
に

お
け
る
圧
力
（
記
号
　
Ｔ
Ｐ
、
単
位
　
メ
ガ
パ
ス
カ

ル
）
及
び
Ｍ

十
二
　
圧
縮
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
、
超
低
温
容
器
及

び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ

て
は
、

高
充
塡
圧
力
（
記
号
　
Ｆ
Ｐ
、
単
位
　
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
び
Ｍ

十
二
の
二
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

つ
て
は
、
公
称
使
用
圧
力
（
記
号
　
Ｎ
Ｗ
Ｐ
、
単

位
　
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
び
Ｍ

十
二
の
三
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

つ
て
は
、
試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数

十
三
　
高
強
度
鋼
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
で
製
造
さ

れ
た
容
器
（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
に

お
け
る
ラ
イ
ナ
ー
を
含
み
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

送
自
動
車
用
容
器
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
材
料
の
区
分

イ
　
高
強
度
鋼
（
記
号
　
Ｈ
Ｔ
）

ロ
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
（
記
号
　
Ａ
Ｌ
）

十
四
　
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
容
器
（
繊

維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
を
除
く
。
）
に
あ

つ
て
は
、
胴
部
の
肉
厚
（
記
号
　
ｔ
、
単
位
　
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）

十
五
　
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
に
あ
つ
て

は
、
胴
部
の
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
の
許
容

傷
深
さ
（
記
号
　
Ｄ
Ｃ
、
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

２
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難

な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
継
目
な
し
容
器
、
溶
接
容
器
、
超
低
温
容
器

及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自

動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
鏡
部
の
肉
厚
が
二
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

二
　
ろ
う
付
け
容
器

三
　
再
充
塡
禁
止
容
器

四
　
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ

容
器
に
限
る
。
）
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製

一
般
複
合
容
器
（
液
化
石
油
ガ
ス
用
一
般
複
合
容
器

を
除
く
。
）

四
の
二
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
一
般
複
合
容
器

五
　
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
複
合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
金

属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合

容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
金
属
ラ
イ
ナ

ー
製
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
フ

ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、

金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ

イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合

容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ

ー
製
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

用
容
器
（
そ
れ
ぞ
れ
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自
動

車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す

る
も
の
に
限
る
。
）
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
又

は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
輸
入
さ
れ
る

も
の

３
　
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲

示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
の

区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
式
に

従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
（
超
低

温
容
器
を
除
く
。
）
　
薄
板
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ

う
に
打
刻
し
た
も
の
を
、
取
れ
な
い
よ
う
に
容
器
の

肩
部
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
溶
接
（
熱
処
理
を

す
る
以
前
に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
、
は
ん
だ

付
け
を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
す
る
方
式

一
の
二
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
超
低
温
容
器
　
前
号

に
掲
げ
る
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
式
が
困

難
な
容
器
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か

つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
又
は
印
字
し
た
も
の

（
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
打
刻

に
限
る
。
）
を
、
取
れ
な
い
よ
う
に
容
器
の
肩
部
そ

の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
つ
て

こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
容
器
　
票
紙
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
取
れ
な
い
よ
う
に
容
器

の
肩
部
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
貼
付
す
る
方
式

5



イ
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項

ロ
　
当
該
容
器
の
属
す
る
組
（
同
一
の
年
月
日
に
同

一
の
容
器
製
造
所
に
お
い
て
同
一
の
チ
ャ
ー
ジ
か

ら
製
造
さ
れ
た
容
器
で
あ
つ
て
、
肉
厚
、
胴
部
の

外
径
及
び
形
状
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
）

の
記
号
又
は
番
号

ハ
　
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

ニ
　
容
器
の
質
量
に
付
属
物
の
質
量
を
加
え
た
質
量

（
記
号
　
Ｔ
Ｗ
、
単
位
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

ホ
　
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
容
器
　
票
紙
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見

や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、

外
層
に
炭
素
繊
維
又
は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
用
い
る

容
器
そ
の
他
の
当
該
方
式
が
困
難
な
容
器
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
そ
の

順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
又

は
印
字
し
た
も
の
（
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
事
項
は
打
刻
に
限
る
。
）
を
、
容
器
胴
部
の
外

面
に
取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
つ
て
こ

れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ
　
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

ニ
　
医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｍ
Ｅ
Ｄ
）

ホ
　
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

ヘ
　
第
一
項
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ

る
事
項

ト
　
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る

事
項

チ
　
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
。
た
だ
し
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
に
あ

つ
て
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合

容
器
で
あ
る
こ
と
の
表
示
及
び
次
に
掲
げ
る
ボ
ス

の
材
料
の
区
分

（イ）
　
高
強
度
鋼
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
以
外
の

材
料
（
記
号
　
Ｎ
）

（ロ）
　
高
強
度
鋼
（
記
号
　
Ｎ―

Ｈ
Ｔ
）

（ハ）
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
（
記
号
　
Ｎ―

Ａ
Ｌ
）

リ
　
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

ヌ
　
胴
部
以
外
の
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
の

許
容
傷
深
さ
（
記
号
　
Ｄ
Ｄ
、
単
位
　
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
）

ル
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
に

あ
つ
て
は
、
保
証
ト
ル
ク
（
記
号
　
Ｇ
Ｔ
、
単

位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
）

三
の
二
　
前
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
容
器
　
次
に
掲

げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な

い
よ
う
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
打
刻
又
は
印
字
し
た

も
の
（
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は

打
刻
に
限
る
。
）
を
、
ケ
ー
シ
ン
グ
の
外
面
の
見
や

す
い
箇
所
に
取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
方
式
と
す

る
。

イ
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項

ロ
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
一
般
複
合
容
器
で
あ
る
旨
の

表
示
（
記
号
　
Ｃ
Ｓ
）

ハ
　
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項

ニ
　
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

ホ
　
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

ヘ
　
胴
部
以
外
の
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
の

許
容
傷
深
さ
（
記
号
　
Ｄ
Ｄ
、
単
位
　
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
）

ト
　
保
証
ト
ル
ク
（
記
号
　
Ｇ
Ｔ
、
単
位
　
ニ
ュ
ー

ト
ン
メ
ー
ト
ル
）

四
　
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
容
器
　
票
紙
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見

や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、

イ
及
び
チ
に
掲
げ
る
事
項
（

外
層
に
炭
素
繊
維
又

は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
用
い
る
容
器
に
あ
つ
て
は
、
全

て
の
事
項
）
を
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も
の

又
は
適
当
な
材
質
の
票
紙
に
表
示
し
た
も
の
を
容
器

胴
部
の
外
面
に
取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
こ
と
を

も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ
　
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

つ
て
は
、
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲

げ
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の

区
分
及
び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｒ
）

（イ）
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な

し
容
器
（
記
号
　
Ｖ
１
）

（ロ）
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧

力
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ

る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
複
合
容
器
（
記
号
　
Ｖ
２
）

（ハ）
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧

力
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ

る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
（
記
号
　
Ｖ
３
）

（ニ）
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
（
記
号
　
Ｖ

４
）

ニ
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て

は
、
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲
げ
る

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
区
分
及
び

当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｒ
）

（イ）
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容

器
（
記
号
　
Ｖ
Ｈ
１
）

（ロ）
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧

力
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ

る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
複
合
容
器
（
記
号
　
Ｖ
Ｈ
２
）

（ハ）
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧

力
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ

る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
複
合
容
器
（
記
号
　
Ｖ
Ｈ
３
）

（ニ）
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
（
記
号
　
Ｖ
Ｈ
４
）

ホ
　
第
一
項
第
四
号
の
二
の
二
か
ら
第
四
号
の
二
の

五
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ヘ
　
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、

ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲
げ
る
圧
縮

水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
の
区
分

（イ）
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧

力
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ

る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用

容
器
（
記
号
　
Ｔ
Ｈ
２
）

（ロ）
　
ラ
イ
ナ
ー
の

小
破
裂
圧
力
が

高
充
塡
圧

力
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ

る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用

容
器
（
記
号
　
Ｔ
Ｈ
３
）

（ハ）
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送

自
動
車
用
容
器
（
記
号
　
Ｔ
Ｈ
４
）

ト
　
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

チ
　
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

リ
　
第
一
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
二
号
の
三
ま
で
及

び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

ヌ
　
胴
部
以
外
の
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
の

許
容
傷
深
さ
（
記
号
　
Ｄ
Ｄ
、
単
位
　
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
）

五
　
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
　
票
紙
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の

順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し

た
も
の
を
、
取
れ
な
い
よ
う
に
容
器
の
外
面
の
見
や

す
い
箇
所
に
貼
付
す
る
方
式

イ
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項

ロ
　
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ
　
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

ニ
　
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る

事
項

六
　
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
票
紙
に

第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
四
号
イ
か

ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、

か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
取
れ

な
い
よ
う
に
容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
貼
付

す
る
方
式

七
　
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
　
票
紙
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の

順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し

た
も
の
を
、
取
れ
な
い
よ
う
に
容
器
の
外
面
の
見
や

す
い
箇
所
に
貼
付
す
る
方
式

イ
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
四
号

の
四
に
掲
げ
る
事
項

ロ
　
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ
　
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

ニ
　
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る

事
項

４
　
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
方
式
に
適
合
し
て
い
る
場
合
又
は
刻
印
等
の
方
式
に

つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
前

三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
方
式
又
は
当
該
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け

た
方
式
に
従
つ
て
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
刻
印
又
は

同
条
第
二
項
の
標
章
の
掲
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一

号
）
第
十
条
の
規
定
に
適
合
す
る
容
器
に
あ
つ
て

は
、
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令

第
五
十
六
号
）
第
十
四
条
の
二
第
十
項
に
定
め
る
基

準
に
基
づ
く
表
示

二
　
第
六
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
試
験
又
は
検
査

が
省
略
さ
れ
た
容
器
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
刻
印
等
、
製
造

国
に
お
い
て
当
該
容
器
に
つ
い
て

初
に
行
つ
た
耐

6



圧
試
験
の
合
格
時
及
び
当
該

初
に
行
つ
た
耐
圧
試

験
の
試
験
日
が
容
器
検
査
申
請
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
六
月
を
超
え
る
過
去
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に

あ
つ
て
は
直
近
に
行
つ
た
次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分

に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
試
験
（
容
器
検
査

申
請
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
以
内
に
行
わ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
の
合
格
時
の
刻
印
等
並
び
に
第
一

項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
刻

印
等

イ
　
超
低
温
容
器
（
槽
が
二
重
構
造
の
も
の
に
限

る
。
）
　
気
密
試
験
及
び
断
熱
性
能
試
験

ロ
　
内
容
積
が
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
液
化
天
然

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
槽
が
二
重
構
造

の
も
の
に
限
る
。
）
　
漏
え
い
試
験
及
び
断
熱
性
能

試
験

ハ
　
内
容
積
が
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
液
化
天
然

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
槽
が
二
重
構
造

の
も
の
に
限
る
。
）
　
漏
え
い
試
験
及
び
断
熱
性
能

試
験
又
は
保
冷
性
能
試
験

ニ
　
そ
の
他
の
容
器
　
耐
圧
試
験

（
容
器
に
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
の
変

更
の
手
続
）

第
九
条
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
刻
印
等

を
す
べ
き
旨
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

二
の
高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
変
更
申
請
書
に
、
変

更
後
に
お
い
て
も
当
該
容
器
が
第
七
条
の
規
格
に
適
合

す
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
を
添
え
て
、
刻
印
等
が
協
会

に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
協
会
、

刻
印
等
が
指
定
容
器
検
査
機
関
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
指
定
容
器
検
査
機
関
、
自
主
検

査
刻
印
等
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
容

器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容

積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
容
器
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
産
業
保
安
監
督
部
長
等
」
と
い
う
。
）
、
協
会
又
は
指

定
容
器
検
査
機
関
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
産
業

保
安
監
督
部
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
容
器
の
表
示

（
表
示
の
方
式
）

第
十
条
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を

し
よ
う
と
す
る
者
（
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か

じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
当
該
容
器
の
製
造
又
は

輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
塗
色
を
そ

の
容
器
の
外
面
（
断
熱
材
で
被
覆
し
て
あ
る
容
器
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
断
熱
材
の
外
面
。
次
号
及
び
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
容
器

の
表
面
積
の
二
分
の
一
以
上
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
同
表
中
で
規
定
す
る
水
素
ガ
ス
を

充
塡
す
る
容
器
の
う
ち
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
並
び

に
そ
の
他
の
種
類
の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
の

う
ち
着
色
加
工
し
て
い
な
い
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
、
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
及
び
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
容

器
、
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器
並
び

に
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

高
圧
ガ
ス
の
種
類

塗
色
の
区
分

酸
素
ガ
ス

黒
色

水
素
ガ
ス

赤
色

液
化
炭
酸
ガ
ス

緑
色

液
化
ア
ン
モ
ニ
ア

白
色

液
化
塩
素

黄
色

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス

か
つ
色

そ
の
他
の
種
類
の
高
圧
ガ
ス

ね
ず
み
色

二
　
容
器
の
外
面
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
も

の
と
す
る
。

イ
　
充
塡
す
る
こ
と
が
で
き
る
高
圧
ガ
ス
の
名
称

ロ
　
充
塡
す
る
こ
と
が
で
き
る
高
圧
ガ
ス
が
可
燃
性

ガ
ス
及
び
毒
性
ガ
ス
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

高
圧
ガ
ス
の
性
質
を
示
す
文
字
（
可
燃
性
ガ
ス
に

あ
つ
て
は
「
燃
」
、
毒
性
ガ
ス
に
あ
つ
て
は
「
毒
」

）

三
　
容
器
の
外
面
に
容
器
の
所
有
者
（
当
該
容
器
の
管

理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
容
器
の

所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の
氏
名
又
は

名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
明
示
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
容
器
に
あ
つ
て
は
こ
の

限
り
で
な
い
。

イ
　
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

の
う
ち
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た

も
の
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条

に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動
車

検
査
証
」
と
い
う
。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
軽
自
動
車

届
出
済
証
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
三
条
に

定
め
る
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
適
当
な
書
類
に
記
載

さ
れ
た
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
所
有
者
又
は

譲
受
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一
で
あ
る
も
の

ロ
　
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

の
う
ち
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
て

い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該

容
器
を
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
自
動
車
に
装
着
す

る
者
又
は
当
該
容
器
の
譲
渡
の
み
を
行
う
者
が
所

有
す
る
も
の

２
　
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
氏
名
等
の
表
示
を
し
た

容
器
の
所
有
者
は
、
そ
の
氏
名
等
に
変
更
が
あ
つ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
表
示
を
変
更
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
第
三
号
の
例
に
よ

り
表
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
方
式
に
従
つ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
輸
出
に
供
す
る
容
器
に

あ
つ
て
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
　
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
法
第
四
十
六
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
前
三
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
告
示
で
定

め
る
方
式
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
別
に
告
示
で
定
め

る
方
式
に
適
合
し
て
い
る
場
合
又
は
表
示
の
方
式
に
つ

い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
告
示
で
定
め
る
方
式
又
は
当
該
経
済
産
業
大
臣

の
認
可
を
受
け
た
方
式
に
従
つ
て
法
第
四
十
六
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
表
示
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
を
譲
り
受
け
た
者
が
行
う
表
示
）

第
十
一
条
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第

五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
に
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
の
変

更
に
伴
う
表
示
）

第
十
二
条
　
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
表
示

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
及
び
第
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
五
章
　
附
属
品
の
基
準
等

（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
法
第
四
十
九
条
の

四
の
二
の
容
器
の
附
属
品
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
法
第

四
十
九
条
の
四
の
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属

品
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
バ
ル
ブ
（
再
充
塡
禁
止
容
器
以
外
の
容
器
に
装
置

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
安
全
弁
（
第
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
容
器
に
装

置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
緊
急
し
や
断
装
置
（
第
十
九
条
第
三
号
、
第
四
号

及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
容
器
に
装
置
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）

四
　
逆
止
弁
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

装
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

（
附
属
品
検
査
の
申
請
）

第
十
四
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
、
附
属
品
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
三
の
附
属
品
検
査
申
請
書
を
附
属
品
の
所
在
地
（
附

属
品
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
製
造
す
る
附
属
品
に

つ
い
て
は
事
業
所
の
所
在
地
、
輸
入
を
し
た
附
属
品
に

つ
い
て
は
附
属
品
の
陸
揚
地
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積

が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す

る
容
器
を
除
く
。
）
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
属
品
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
（
当
該
附
属
品
が
指
定
都
市
の
区
域
内

に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
附
属
品
に
係
る
事
務
が

令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
附
属
品
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指

定
都
市
の
長
。
第
七
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
、
協
会

又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
輸
出
に
供
す
る
附
属
品
の
除
外
）

第
十
五
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
附
属
品
は
、
輸
出

に
供
す
る
附
属
品
そ
の
他
本
邦
で
流
通
し
な
い
こ
と
が

明
ら
か
な
附
属
品
と
す
る
。

（
附
属
品
検
査
の
方
法
）

第
十
六
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
附
属
品
検
査
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
試
験
片
、
試

験
圧
力
、
試
験
媒
体
、
保
持
時
間
、
確
認
手
段
そ
の
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他
の
再
現
性
を
確
保
す
る
た
め
に
明
ら
か
に
す
べ
き

事
項
に
係
る
条
件
を
明
ら
か
に
し
て
こ
れ
を
行
う
こ

と
。

二
　
試
験
の
手
順
、
試
験
片
、
試
験
機
等
は
、
必
要
に

応
じ
て
、
日
本
産
業
規
格
そ
の
他
の
標
準
化
さ
れ
た

規
格
を
用
い
る
こ
と
。

三
　
経
済
産
業
大
臣
が
材
料
、
肉
厚
、
構
造
等
が
適
切

で
あ
る
と
認
め
た
附
属
品
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
適
当

と
認
め
ら
れ
る
材
料
の
品
質
及
び
附
属
品
の
強
度
を

示
す
図
書
そ
の
他
の
附
属
品
検
査
に
必
要
な
資
料
を

備
え
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
料
に
係
る

試
験
又
は
検
査
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
附
属
品
検
査
の
結
果
に
係
る
記
録
を
適
切
に
作
成

し
、
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
。

（
附
属
品
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
）

第
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別

の
附
属
品
の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
附
属
品
は
、
使
用
圧
力
及
び
使
用
温
度
に
応
じ
た

強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
附
属
品
は
、
使
用
上
有
害
な
欠
陥
の
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三
　
附
属
品
は
、
そ
の
使
用
環
境
上
想
定
し
得
る
外
的

負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
附
属
品
に
使
用
す
る
材
料
は
、
使
用
す
る
高
圧
ガ

ス
の
種
類
、
使
用
圧
力
、
使
用
温
度
及
び
使
用
さ
れ

る
環
境
に
応
じ
た
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
附
属
品
は
、
使
用
圧
力
に
応
じ
た
気
密
性
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
バ
ル
ブ
及
び
逆
止
弁
は
、
確
実
に
作
動
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

七
　
安
全
弁
は
、
当
該
安
全
弁
が
装
置
さ
れ
る
容
器
の

通
常
の
使
用
範
囲
を
超
え
た
圧
力
又
は
温
度
に
対
応

し
て
適
切
に
作
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
緊
急
し
や
断
装
置
は
、
適
切
な
温
度
に
お
い
て
直

ち
に
自
動
的
に
作
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
型
式
試
験
に
合
格
し

た
型
式
に
あ
つ
て
は
、
附
属
品
検
査
の
う
ち
当
該
型
式

試
験
に
お
い
て
実
施
し
た
試
験
と
同
一
の
内
容
の
も

の
、
附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
型
式
に
あ
つ
て
は
、
型

式
試
験
の
う
ち
当
該
附
属
品
検
査
に
お
い
て
実
施
し
た

試
験
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
検
査
、
型
式
試
験
又
は
検
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
附
属
品
に
あ

つ
て
は
当
該
検
査
等
に
係
る
規
格
を
も
つ
て
法
第
四
十

九
条
の
二
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ

ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の
附
属
品
の
規
格
と

す
る
。

一
　
救
命
及
び
消
防
の
設
備
に
つ
い
て
の
船
舶
安
全
法

（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
五
条
及
び
第
六
条

第
三
項
に
よ
る
検
査
並
び
に
船
舶
等
型
式
承
認
規
則

（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
に
基
づ
く

型
式
試
験
及
び
検
定

二
　
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
検
定
対
象

器
具
等
で
あ
る
附
属
品
に
係
る
同
項
に
定
め
る
検
定

三
　
航
空
法
第
十
条
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
行
う

検
査

（
附
属
品
検
査
の
刻
印
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
附
属
品
の
厚
肉
の

部
分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な

い
よ
う
に
次
の
各
号
（
ア
セ
チ
レ
ン
容
器
に
用
い
る
溶

栓
式
安
全
弁
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及

び
第
七
号
）
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
他
の
薄
板
に
刻
印
し
た

も
の
を
取
れ
な
い
よ
う
に
附
属
品
の
見
や
す
い
箇
所
に

溶
接
を
し
、
は
ん
だ
付
け
を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
し

た
も
の
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
年
月
日
（
国
際
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
べ
き
附
属
品

に
あ
つ
て
は
、
年
月
）

二
　
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号

三
　
附
属
品
製
造
業
者
（
検
査
を
受
け
た
者
が
附
属
品

製
造
業
者
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
附
属
品
製

造
業
者
及
び
検
査
を
受
け
た
者
）
の
名
称
又
は
そ
の

符
号

四
　
附
属
品
の
記
号
及
び
番
号

五
　
附
属
品
（
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
（
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス

を
充
塡
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
超
低
温
容
器
、
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る

べ
き
附
属
品
以
外
の
附
属
品
に
限
る
。
）
の
質
量

（
記
号
　
Ｗ
、
単
位
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

六
　
耐
圧
試
験
に
お
け
る
圧
力
（
記
号
　
Ｔ
Ｐ
、
単

位
　
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
び
Ｍ

七
　
次
に
掲
げ
る
附
属
品
が
装
置
さ
れ
る
べ
き
容
器
の

種
類

イ
　
圧
縮
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
記

号
　
Ａ
Ｇ
）

ロ
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
記

号
　
Ｃ
Ｎ
Ｇ
Ｖ
）

ハ
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
記
号
　

Ｃ
Ｈ
Ｇ
Ｖ
）

ニ
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
記

号
　
Ｃ
Ｈ
Ｇ
Ｇ
Ｖ
）

ホ
　
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
記

号
　
Ｃ
Ｈ
Ｇ
Ｔ
Ｖ
）

ヘ
　
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
（
記
号
　
Ｃ
Ｈ

Ｇ
Ｔ
）

ト
　
圧
縮
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
イ
か
ら
ヘ
ま
で

を
除
く
。
）
（
記
号
　
Ｐ
Ｇ
）

チ
　
液
化
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
リ
か
ら
ル
ま
で

を
除
く
。
）
（
記
号
　
Ｌ
Ｇ
）

リ
　
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
ヌ
を
除

く
。
）
（
記
号
　
Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

ヌ
　
超
低
温
容
器
及
び
低
温
容
器
（
記
号
　
Ｌ
Ｔ
）

ル
　
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
記

号
　
Ｌ
Ｎ
Ｇ
Ｖ
）

八
　
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
す
る
安
全

弁
に
あ
つ
て
は
、
前
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け

て
、
次
に
掲
げ
る
安
全
弁
の
種
類

イ
　
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
す
る
安

全
弁
で
あ
つ
て
、
液
封
に
よ
る
破
裂
を
防
止
す
る

た
め
の
も
の
（
以
下
「
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用

低
圧
安
全
弁
」
と
い
う
。
）
（
記
号
　
Ｌ
）

ロ
　
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る

安
全
弁
で
あ
つ
て
、
容
器
の
通
常
の
使
用
範
囲
を

超
え
た
圧
力
の
上
昇
に
よ
る
容
器
の
破
裂
を
防
止

す
る
た
め
の
も
の
（
以
下
「
液
化
水
素
運
送
自
動

車
用
高
圧
安
全
弁
」
と
い
う
。
）
（
記
号
　
Ｈ
）

２
　
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
方
式
に
適
合
し
て
い
る
場
合
又
は
刻
印
の
方
式
に
つ

い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ

る
方
式
又
は
当
該
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
方

式
に
従
つ
て
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
刻
印
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
附
属
品
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
同
法
第
五
条
に
規
定
す
る
検
査
に
合
格
し
た

も
の

ロ
　
同
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
検
査
に
合
格

し
た
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第

四
十
五
条
第
一
項
に
定
め
る
証
印

ハ
　
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
に

合
格
し
た
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
等
型
式
承

認
規
則
第
十
五
条
第
一
項
に
定
め
る
証
印

二
　
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
検
定
対
象

器
具
等
で
あ
る
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
二
十

一
条
の
九
第
一
項
に
定
め
る
表
示

三
　
航
空
法
第
十
条
の
規
定
に
適
合
す
る
附
属
品
に
あ

つ
て
は
、
航
空
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
定

め
る
基
準
に
基
づ
く
表
示

四
　
第
十
六
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
検
査
さ
れ

た
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造
国
に
お
い
て
当
該
附

属
品
に
つ
い
て

初
に
行
つ
た
気
密
試
験
の
合
格
時

及
び
当
該

初
に
行
つ
た
気
密
試
験
の
試
験
日
が
附

属
品
検
査
申
請
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え

る
過
去
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
直
近

の
気
密
試
験
（
附
属
品
検
査
申
請
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
六
月
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
合

格
時
の
刻
印
並
び
に
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
の
刻
印

第
六
章
　
充
塡

（
再
充
塡
禁
止
容
器
以
外
の
容
器
に
係
る
附
属
品
）

第
十
九
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
と

し
、
同
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
附
属
品
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
容
器
以
外
の
容

器
　
安
全
弁
（
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装

置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
液
化
水
素
運
送
自
動
車

用
低
圧
安
全
弁
及
び
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
高
圧

安
全
弁
と
す
る
。
）

イ
　
安
全
弁
と
接
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
安
全
弁
を

著
し
く
劣
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
高
圧
ガ
ス
を

充
塡
す
る
容
器

ロ
　
毒
性
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
で
あ
つ
て
安
全
弁

を
装
置
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
も
の

ハ
　
炭
酸
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
圧
力
二
十
四
・

五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
行
つ
た
耐
圧
試
験
に
合

格
し
た
消
防
用
の
設
備
又
は
航
空
機
に
備
え
る
も

の
に
限
る
。
）

ニ
　
船
舶
安
全
法
第
五
条
及
び
第
六
条
第
三
項
に
基

づ
く
検
査
並
び
に
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
に
基
づ

く
型
式
承
認
及
び
検
定
の
対
象
と
な
る
救
命
設
備

の
部
品
と
し
て
の
容
器
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ホ
　
消
防
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
検
定
に
合

格
し
た
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
消

防
用
設
備
等
に
使
用
す
る
容
器

二
　
バ
ル
ブ
若
し
く
は
安
全
弁
を
装
置
す
る
場
合
に
当

該
バ
ル
ブ
若
し
く
は
安
全
弁
を
他
の
容
器
と
共
有
す

る
こ
と
と
な
る
容
器
、
液
化
石
油
ガ
ス
以
外
の
ガ
ス

を
充
塡
す
る
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器

又
は
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
　
附
属
配
管

（
当
該
附
属
配
管
が
装
置
さ
れ
る
容
器
と
同
等
以
上

の
耐
圧
性
能
及
び
気
密
性
能
を
有
し
、
か
つ
、
使
用

さ
れ
る
環
境
に
応
じ
た
適
切
な
材
料
を
使
用
し
て
製

造
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

三
　
液
化
石
油
ガ
ス
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス

（
塩
素
を
除
く
。
）
又
は
酸
素
の
液
化
ガ
ス
を
充
塡
す

る
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
高
圧

ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
　
緊
急
し
や
断
装
置

四
　
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
内
容
積
が
四
千
リ
ッ

ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容

器
で
あ
つ
て
、
バ
ル
ブ
、
附
属
配
管
又
は
液
面
計
が

突
出
し
た
も
の
　
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
、
附
属
配
管
及
び

緊
急
し
や
断
装
置

五
　
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
内
容
積
が
四
千
リ
ッ

ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容

器
で
あ
つ
て
、
バ
ル
ブ
、
附
属
配
管
又
は
液
面
計
が

突
出
し
て
い
な
い
も
の
　
附
属
配
管
及
び
緊
急
し
や

断
装
置

六
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
逆
止
弁

（
再
充
塡
禁
止
容
器
に
係
る
附
属
品
）

第
二
十
条
　
法
第
四
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
再
充
塡
禁
止
容
器
と
し
、
同

号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品
は
、
安
全
弁
と

す
る
。

（
容
器
の
加
工
の
基
準
）

第
二
十
一
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ネ
ッ
ク
リ
ン
グ
は
、
か
し
め
て
取
り
付
け
る
こ

と
。

二
　
ス
カ
ー
ト
は
、
溶
接
し
て
取
り
付
け
な
い
こ
と
。

三
　
容
器
に
ス
カ
ー
ト
を
取
り
付
け
た
と
き
は
、
当
該

容
器
の
質
量
の
刻
印
又
は
表
示
の
右
側
に
、
明
瞭
に

区
別
し
て
ス
カ
ー
ト
の
質
量
を
打
刻
す
る
こ
と
。

四
　
加
工
は
、
そ
の
加
工
後
に
お
い
て
第
三
条
第
二
号

で
定
め
る
肉
厚
を
減
少
し
な
い
よ
う
に
し
て
す
る
こ

と
。

五
　
溶
接
容
器
、
超
低
温
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
傷
等
の
補
修
を
目
的
と
し

た
溶
接
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
加
工
後
の
当
該

補
修
部
分
は
、
使
用
上
問
題
と
な
る
よ
う
な
欠
陥
が

な
く
、
適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
航
空
法
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
く
耐
空
証
明
を
受
け
た
者
が
行
う
航
空
法
施

行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

容
器
に
あ
つ
て
は
当
該
基
準
を
も
つ
て
、
経
済
産
業
大

臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
当
該
認
可
に
係
る
基
準
を

も
つ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
液
化
ガ
ス
の
質
量
の
計
算
の
方
法
）

第
二
十
二
条
　
法
第
四
十
八
条
第
四
項
各
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
算
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。Ｇ＝

Ｖ
／
Ｃ

こ
の
式
に
お
い
て
Ｇ
、
Ｖ
及
び
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
数
値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。

Ｇ
　
液
化
ガ
ス
の
質
量
（
単
位
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の

数
値

Ｖ
　
容
器
の
内
容
積
（
単
位
　
リ
ッ
ト
ル
）
の
数
値

Ｃ
　
低
温
容
器
、
超
低
温
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス
に

あ
つ
て
は
当
該
容
器
の
常
用
の
温
度
の
う
ち

高
の

も
の
に
お
け
る
当
該
液
化
ガ
ス
の
比
重
（
単
位
　
キ

ロ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト
ル
）
の
数
値
に
十
分
の
九
を
乗

じ
て
得
た
数
値
の
逆
数
（
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用

容
器
に
あ
つ
て
は
、
当
該
容
器
に
充
塡
す
べ
き
液
化

水
素
の
大
気
圧
に
お
け
る
沸
点
下
の
比
重
（
単
位
　

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト
ル
）
の
数
値
に
十
分
の
九
を

乗
じ
て
得
た
数
値
の
逆
数
。
）
、
第
二
条
第
二
十
六
号

の
表
上
欄
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
、
耐

圧
試
験
圧
力
が
二
十
四
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
同
表

Ａ
に
該
当
す
る
容
器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス
に
あ
つ

て
は
温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
、
同
表
Ｂ
に
該

当
す
る
容
器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス
に
あ
つ
て
は
温

度
五
十
五
度
に
お
け
る
圧
力
が
そ
れ
ぞ
れ
十
四
・
七

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
と
な
る
当
該
液
化
ガ
ス
一
キ
ロ

グ
ラ
ム
の
占
め
る
容
積
（
単
位
　
リ
ッ
ト
ル
）
の
数

値
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
液
化
ガ
ス
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
定
数

液
化
ガ
ス
の
種
類

定
数

液
化
エ
チ
レ
ン

三
・
五
〇

液
化
エ
タ
ン

二
・
八
〇

液
化
プ
ロ
パ
ン

二
・
三
五

液
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

二
・
二
七

液
化
ブ
タ
ン

二
・
〇
五

液
化
ブ
チ
レ
ン

二
・
〇
〇

液
化
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
・
八
七

液
化
ア
ン
モ
ニ
ア

一
・
八
六

液
化
ブ
タ
ジ
エ
ン

一
・
八
五

液
化
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
・
七
六

液
化
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
・
七
〇

液
化
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

一
・
六
七

液
化
ジ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

一
・
六
七

液
化
モ
ノ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
・
六
七

液
化
塩
化
水
素

一
・
六
七

液
化
シ
ア
ン
化
水
素

一
・
五
七

液
化
硫
化
水
素

一
・
四
七

液
化
炭
酸
ガ
ス

一
・
三
四

液
化
亜
酸
化
窒
素

一
・
三
四

液
化
酸
化
エ
チ
レ
ン

一
・
三
〇

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
五
十
二
ａ

一
・
二
七

液
化
ク
ロ
ル
メ
チ
ル

一
・
二
五

液
化
塩
化
ビ
ニ
ル

一
・
二
二

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ

一
・
一
五

液
化
四
ふ
つ
化
エ
チ
レ
ン

一
・
一
一

液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十

四
ｙ
ｆ

一
・
〇
五

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百

一
・
〇
〇

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
三

一
・
〇
〇

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二

〇
・
九
八

液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十

四
ｚ
ｅ

〇
・
九
六

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ

〇
・
九
四

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
二

〇
・
九
三

液
化
六
ふ
つ
化
硫
黄

〇
・
九
一

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
十
五

〇
・
九
〇

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二

〇
・
八
六

液
化
キ
セ
ノ
ン

〇
・
八
一

液
化
塩
素

〇
・
八
〇

液
化
臭
化
水
素

〇
・
八
〇

液
化
亜
硫
酸
ガ
ス

〇
・
八
〇

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
三
Ｂ
一

〇
・
七
九

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
十
四

〇
・
七
六

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
Ｃ
三
百
十
八

〇
・
七
四

温
度
十
五
度
に
お
け
る
比
重
（
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
「
比
重
」
と
い
う
。
）
が

〇
・
四
五
三
以
上
〇
・
四
六
二
以
下
の
液

化
石
油
ガ
ス

二
・
七
八

比
重
が
〇
・
四
六
三
以
上
〇
・
四
七
二
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
七
一

比
重
が
〇
・
四
七
三
以
上
〇
・
四
八
〇
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
六
四

比
重
が
〇
・
四
八
一
以
上
〇
・
四
八
八
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
五
七

比
重
が
〇
・
四
八
九
以
上
〇
・
四
九
五
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
五
〇

比
重
が
〇
・
四
九
六
以
上
〇
・
五
〇
三
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
四
四

比
重
が
〇
・
五
〇
四
以
上
〇
・
五
一
〇
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
三
八

比
重
が
〇
・
五
一
一
以
上
〇
・
五
一
九
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
三
三

比
重
が
〇
・
五
二
〇
以
上
〇
・
五
二
七
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
二
八

比
重
が
〇
・
五
二
八
以
上
〇
・
五
三
六
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
二
三

比
重
が
〇
・
五
三
七
以
上
〇
・
五
四
四
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
一
八

比
重
が
〇
・
五
四
五
以
上
〇
・
五
五
二
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
一
三

比
重
が
〇
・
五
五
三
以
上
〇
・
五
六
〇
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
〇
九

比
重
が
〇
・
五
六
一
以
上
〇
・
五
六
八
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
〇
四

比
重
が
〇
・
五
六
九
以
上
〇
・
五
七
六
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

二
・
〇
〇

比
重
が
〇
・
五
七
七
以
上
〇
・
五
八
四
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

一
・
九
七

比
重
が
〇
・
五
八
五
以
上
〇
・
五
九
二
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

一
・
九
三

比
重
が
〇
・
五
九
三
以
上
〇
・
六
〇
〇
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

一
・
八
九

比
重
が
〇
・
六
〇
一
以
上
〇
・
六
〇
八
以

下
の
液
化
石
油
ガ
ス

一
・
八
六

そ
の
他
の
液
化
ガ
ス

一
・
〇
五
を

当
該
液
化
ガ

ス
の
温
度
四

十
八
度
に
お

け
る
比
重
で

除
し
て
得
た

数
値

（
特
別
充
塡
の
許
可
申
請
）

第
二
十
三
条
　
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
の
特
別
充
塡
許
可
申
請
書

9



に
事
由
を
具
し
た
書
面
を
添
え
て
、
充
塡
す
る
事
業
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積

が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
充
塡

を
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

（
当
該
事
業
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で

あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二
十
二
条

に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
）
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
　
容
器
及
び
附
属
品
の
再
検
査
並
び
に
容

器
検
査
所

（
容
器
再
検
査
の
期
間
）

第
二
十
四
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ

と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

た
月
（
以
下
「
容
器
検
査
合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前

月
の
末
日
（
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は

刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
日
の
前
日
）
、
容
器
再

検
査
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
回
の

容
器
再
検
査
合
格
時
に
お
け
る
第
三
十
七
条
第
一
項
第

一
号
に
基
づ
く
刻
印
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
基
づ

く
標
章
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
（
以
下
「
容
器
再
検
査

合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
の
末
日
（
内
容
積
が
四

千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運

送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ

れ
た
月
日
の
前
日
）
か
ら
起
算
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

各
号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

一
　
溶
接
容
器
、
超
低
温
容
器
及
び
ろ
う
付
け
容
器

（
次
号
及
び
第
七
十
一
条
に
お
い
て
「
溶
接
容
器
等
」

と
い
い
、
次
号
の
溶
接
容
器
等
及
び
第
八
号
の
液
化

石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
製
造
し
た
後
の
経
過
年
数
（
以
下
こ
の

条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
七
十
一
条
に
お
い
て
「
経

過
年
数
」
と
い
う
。
）
二
十
年
未
満
の
も
の
は
五
年
、

経
過
年
数
二
十
年
以
上
の
も
の
は
二
年

二
　
耐
圧
試
験
圧
力
が
三
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
内
容
積
が
二
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の

溶
接
容
器
等
（
シ
ア
ン
化
水
素
、
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は

塩
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
昭
和
三
十
年
七
月
以
降
に
お
い
て
法
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
容
器
検
査
又
は
第
三
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
検
査
に
合
格
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
二
十
年
未
満
の
も
の
は
六

年
、
経
過
年
数
二
十
年
以
上
の
も
の
は
二
年

三
　
一
般
継
目
な
し
容
器
に
つ
い
て
は
、
五
年

四
　
一
般
複
合
容
器
（
医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
三
年

四
の
二
　
医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
に
つ
い
て

は
、
五
年

五
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

用
容
器
に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
四
年
以
下
の
も
の

は
四
年
、
経
過
年
数
四
年
を
超
え
る
も
の
は
二
年

二
月

六
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
つ
い
て

は
、
経
過
年
数
四
年
一
月
以
下
の
も
の
は
四
年
一

月
、
経
過
年
数
四
年
一
月
を
超
え
る
も
の
は
二
年

三
月

七
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容

器
に
つ
い
て
は
、
一
年
一
月

八
　
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

（
溶
接
容
器
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、

経
過
年
数
二
十
年
未
満
の
も
の
は
六
年
、
経
過
年
数

二
十
年
以
上
の
も
の
は
二
年

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
法
第

六
十
一
条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
が
一

年
の
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
が

初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
容
器
検
査

合
格
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
、
当
該
容
器
が

装
置
さ
れ
て
い
る
自
動
車
が
当
該
起
算
日
か
ら
起
算
し

て
六
年
を
経
過
し
て

初
に
受
け
る
道
路
運
送
車
両
法

第
六
十
二
条
の
検
査
ま
で
の
間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八

条
第
一
項
第
五
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
圧

縮
天
然
ガ
ス
、
圧
縮
水
素
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡

す
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
が

初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動

車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第

六
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登

録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十

九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検

査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す

る
日
ま
で
の
間
を
も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五

号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の

認
可
を
受
け
た
場
合
又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
り
こ
れ
ら
の
項
の
期
間
内
に
容
器
再
検
査
を

受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

認
可
に
係
る
期
間
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を

勘
案
し
て
定
め
る
期
間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八
条
第
一

項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
容
器
再
検
査
の
方
法
）

第
二
十
五
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
方
法
は
、
告
示
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認

可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
方
法
を
も
つ

て
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
）

第
二
十
六
条
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の

規
格
の
う
ち
、
溶
接
容
器
、
ろ
う
付
け
容
器
、
一
般
継

目
な
し
容
器
（
半
導
体
製
造
用
と
し
て
大
気
圧
の
下
で

露
点
が
零
下
六
十
度
以
下
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
種
類

の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
つ
て
、
法

第
四
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
容
器
再
検
査
の
方
法
と

し
て
超
音
波
探
傷
を
行
う
も
の
（
以
下
「
半
導
体
製
造

用
継
目
な
し
容
器
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
、
一
般
複

合
容
器
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目

な
し
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ

用
継
目
な
し
容
器
に
係
る
も
の
は
、
容
器
検
査
合
格
月

の
前
月
の
末
日
又
は
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
う
容
器
再
検
査
合
格
月
の
前
月
の
末
日

か
ら
起
算
し
て
四
年
一
月
を
経
過
し
て

初
に
受
け
る

容
器
再
検
査
以
外
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も

の
の
う
ち
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
み
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
容
器
は
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
観
検

査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
容
器
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
内
面
又
は
外
面
（
ア
セ
チ
レ
ン
の
容
器
で
あ
つ

て
多
孔
質
物
を
詰
め
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

外
面
）
に
容
器
の
使
用
上
支
障
の
あ
る
腐
食
、
割

れ
、
す
じ
等
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
内
容
積
が
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
二
十
リ
ッ
ト

ル
未
満
の
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
液

化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
、
ス
カ
ー
ト
の
著
し
い
腐
食
、
摩
耗

又
は
変
形
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
底
面
間

隔
（
容
器
を
水
平
面
に
直
立
さ
せ
た
場
合
に
お
け

る
当
該
容
器
本
体
の
底
面
と
水
平
面
と
の
間
隔
を

い
う
。
）
が
当
該
容
器
の
底
部
の
腐
食
の
防
止
の

た
め
十
分
な
も
の
を
合
格
と
す
る
こ
と
。

二
　
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
ス
テ
ン
レ
ス

鋼
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
そ
の
他
腐
食
し
に
く
い
材

料
で
製
造
さ
れ
た
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
内

容
積
が
百
二
十
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

に
あ
つ
て
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
適
切

な
防
錆
塗
装
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
容
器
は
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
耐
圧
試

験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
破
壊
に
対
す
る
安
全
率
が
三
・
五
以
上
と
な
る

よ
う
に
肉
厚
を
定
め
た
容
器
で
あ
つ
て
内
容
積
が

二
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
（
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
一

般
複
合
容
器
を
除
く
。
）
、
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車

用
容
器
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複

合
容
器
に
あ
つ
て
は
加
圧
試
験
、
そ
れ
以
外
の
容

器
に
あ
つ
て
は
膨
張
測
定
試
験
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
容
器
ご
と
に
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
ア
セ
チ
レ

ン
の
容
器
で
あ
つ
て
多
孔
質
物
を
詰
め
て
あ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
容
器
の
製
造
所
、
刻
印
等
に
お

い
て
示
さ
れ
た
内
容
積
、
形
状
及
び
製
造
年
月
を

同
じ
く
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
任
意
に
採
取
し
た

一
個
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
採
取
し
た
容
器

が
合
格
し
た
と
き
は
、
残
余
の
も
の
は
、
合
格
し

た
も
の
と
み
な
す
。

ハ
　
膨
張
測
定
試
験
に
あ
つ
て
は
漏
れ
又
は
異
常
膨

張
が
な
く
、
か
つ
、
恒
久
増
加
率
が
十
パ
ー
セ
ン

ト
（
一
般
複
合
容
器
に
あ
つ
て
は
五
パ
ー
セ
ン

ト
）
以
下
の
も
の
を
合
格
と
し
、
加
圧
試
験
に
あ

つ
て
は
漏
れ
又
は
異
常
膨
張
が
な
い
も
の
を
合
格

と
す
る
こ
と
。

四
　
一
般
複
合
容
器
に
あ
つ
て
は
、
告
示
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

規
格
の
う
ち
、
超
低
温
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
気
密
試

験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
気
密
試
験
は
、
容
器
ご
と
に
行
う
こ
と
。
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ロ
　
気
密
試
験
は
、
漏
れ
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す

る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
断
熱
性

能
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ
　
断
熱
性
能
試
験
は
、
容
器
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
断
熱
性
能
試
験
は
、
侵
入
熱
量
が
二
ジ
ュ
ー
ル

毎
時
・
度
・
リ
ッ
ト
ル
（
内
容
積
が
千
リ
ッ
ト
ル

を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
八
ジ
ュ
ー
ル
毎

時
・
度
・
リ
ッ
ト
ル
）
以
下
の
も
の
を
合
格
と
す

る
こ
と
。

３
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

規
格
の
う
ち
、
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
に
係
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
第
一
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
外
観
検
査

（
外
面
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い
、
こ
れ
に
合

格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
容
器
ご
と
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
書
類
検
査
及
び
超
音
波
探
傷
試

験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

規
格
の
う
ち
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
次
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
第
一
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
外
観
検
査

（
外
面
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い
、
こ
れ
に
合

格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
漏
え
い
試

験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
容
器
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
漏
れ
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

５
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

規
格
の
う
ち
、
充
塡
可
能
期
限
を
延
長
し
よ
う
と
す
る

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
に
係
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
第
一
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
外
観
検
査

（
外
面
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い
、
こ
れ
に
合

格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
第
四
項
第
二
号
の
例
に
よ
り
漏
え
い
試

験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
容
器
は
、
容
器
ご
と
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
超
音
波
探
傷
試
験
に
合
格
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

６
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

規
格
の
う
ち
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
係
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
第
一
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
外
観
検
査

（
外
面
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い
、
こ
れ
に
合

格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
漏
え
い
試

験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
容
器
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
漏
れ
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
こ
と
。

三
　
容
器
は
、
容
器
ご
と
に
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
行
う
断
熱
性
能
試
験
又
は
保
冷
性
能
試
験
に
合

格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

７
　
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の

認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
規
格
を
も

つ
て
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
容
器
の
規
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
附
属
品
再
検
査
の
期
間
）

第
二
十
七
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
（
次
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

当
該
附
属
品
が
附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
日
（
附
属

品
再
検
査
に
合
格
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、

近
時

の
同
検
査
に
合
格
し
た
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
附
属
品
検
査
等
合
格
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
附

属
品
が
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
が
附
属
品
検
査
等
合

格
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て

初
に
受
け
る
容
器
再

検
査
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な

し
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器
検
査
合
格
月
の
前
月
の

末
日
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
容
器
再
検
査
合
格
月
の
前
月

の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
一
月
を
経
過
し
て

初

に
受
け
る
容
器
再
検
査
）
ま
で
の
間

一
の
二
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置

さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
附
属
品
が

附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
月
（
附
属
品
再
検
査
に
合

格
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、

近
時
の
同
検
査
に
合

格
し
た
月
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
附
属
品
検
査

等
合
格
月
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
附
属
品
が
装
置

さ
れ
て
い
る
容
器
が
附
属
品
検
査
等
合
格
月
の
前
月

の
末
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て

初
に
受
け
る
容
器

再
検
査
ま
で
の
間

二
　
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器
（
液
化
石

油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の
に
限
り
、
高
圧
ガ

ス
運
送
自
動
車
用
容
器
又
は
鉄
道
車
両
に
固
定
さ
れ

た
も
の
を
除
く
。
）
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に

つ
い
て
は
、
経
過
年
数
六
年
六
月
以
下
の
も
の
は
附

属
品
検
査
等
合
格
日
か
ら
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ

て
い
る
容
器
が
附
属
品
検
査
等
合
格
日
か
ら
二
年
を

経
過
し
て

初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の

間
、
経
過
年
数
六
年
六
月
を
超
え
る
も
の
は
一
年

三
　
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
過
年

数
七
年
六
月
以
下
の
も
の
は
附
属
品
検
査
等
合
格
日

か
ら
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
が
附
属

品
検
査
等
合
格
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て

初
に
受

け
る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
間
、
経
過
年
数
七
年

六
月
を
超
え
る
も
の
は
一
年

四
　
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
附
属
品
に
つ
い
て

は
、
二
年

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第

五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮

天
然
ガ
ス
、
圧
縮
水
素
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す

る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
が

初
に
受
け
る
附
属
品

再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十

六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情

報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納

証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で

の
間
を
も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
期
間

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の

認
可
を
受
け
た
場
合
又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
り
同
項
の
期
間
内
に
附
属
品
再
検
査
を
受
け

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
認
可

に
係
る
期
間
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案

し
て
定
め
る
期
間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第

三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
附
属
品
再
検
査
の
方
法
）

第
二
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
告
示
で
定
め
る
も
の
と
す

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認

可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
方
法
を
も
つ

て
法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
附
属
品
再
検
査
の
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
）

第
二
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
二
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ

別
の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
附
属
品
は
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
観

検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ
　
附
属
品
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
附
属
品
の
使
用
上
支
障
の
あ
る
腐
食
、
割
れ
、

す
じ
、
し
わ
、
変
形
等
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す

る
こ
と
。

二
　
附
属
品
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容

器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
気
密
試
験
を
行
い
、
こ
れ

に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
附
属
品
ご
と
に
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
ア
セ
チ

レ
ン
の
容
器
で
あ
つ
て
多
孔
質
物
を
詰
め
て
あ
る

も
の
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、

同
一
の
附
属
品
製
造
所
に
お
い
て
同
一
の
年
月
日

に
同
一
の
チ
ャ
ー
ジ
か
ら
製
造
さ
れ
た
附
属
品
で

あ
つ
て
大
き
さ
及
び
形
状
が
同
一
で
あ
る
も
の
の

う
ち
か
ら
任
意
に
採
取
し
た
一
個
に
つ
い
て
行
う

も
の
と
し
、
採
取
し
た
附
属
品
が
合
格
し
た
と
き

は
、
残
余
の
附
属
品
で
あ
つ
て
、
製
造
所
、
刻
印

等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
内
容
積
、
形
状
及
び
製
造

年
月
を
同
じ
く
す
る
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
も

の
は
、
合
格
し
た
も
の
と
み
な
す
。

ロ
　
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
る
容
器
の
種
類
に
応

じ
た
気
密
試
験
圧
力
（
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用

低
圧
安
全
弁
に
あ
つ
て
は
、
当
該
安
全
弁
が
装
置

さ
れ
る
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
充
塡
す

べ
き
液
化
水
素
の
体
積
が
容
器
の
内
容
積
の
九
十

八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
圧
力
の
数
値
の
三
分
の
二

倍
の
圧
力
）
以
上
の
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
、
漏

れ
等
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
。

三
　
附
属
品
（
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
に
装
置

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
書
類
検
査
に
合
格
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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四
　
附
属
品
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容

器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
漏
え
い
試
験
を
行
い
、
こ

れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
附
属
品
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
漏
れ
の
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
こ
と
。

五
　
附
属
品
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容

器
に
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
告
示

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
バ
ル
ブ
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

イ
　
開
閉
操
作
が
容
易
で
あ
り
、
か
つ
、
円
滑
に
作

動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
装
置
す
る

バ
ル
ブ
で
あ
つ
て
グ
ラ
ン
ド
ナ
ッ
ト
に
バ
ル
ブ
の

開
閉
の
た
め
の
ね
じ
が
切
つ
て
あ
る
構
造
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
グ
ラ
ン
ド
ナ
ッ
ト
を
ピ
ン
又
は
ナ

ッ
ト
等
に
よ
り
バ
ル
ブ
本
体
に
適
切
に
固
定
し
て

あ
る
こ
と
。

七
　
安
全
弁
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容

器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
も
の
並
び
に
破
裂
板
及
び
溶

栓
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ

つ
て
は
、
当
該
安
全
弁
の
装
置
さ
れ
る
容
器
に
充
塡

さ
れ
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
に
応
じ
た
耐
圧
試
験
圧
力

の
十
分
の
八
以
下
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一

般
複
合
容
器
に
装
置
さ
れ
る
附
属
品
に
あ
つ
て
は
耐

圧
試
験
圧
力
以
下
、
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
低
圧

安
全
弁
に
あ
つ
て
は
当
該
安
全
弁
が
装
置
さ
れ
る
液

化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
充
塡
す
べ
き
液
化
水

素
の
体
積
が
容
器
の
内
容
積
の
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト

と
な
る
圧
力
の
数
値
の
七
分
の
五
倍
の
圧
力
以
上
当

該
液
化
水
素
の
体
積
が
容
器
の
内
容
積
の
九
十
八
パ

ー
セ
ン
ト
と
な
る
圧
力
以
下
、
液
化
水
素
運
送
自
動

車
用
高
圧
安
全
弁
に
あ
つ
て
は
気
密
試
験
圧
力
以
上

高
充
塡
圧
力
の
数
値
の
一
・
三
倍
以
下
）
の
圧
力

を
加
え
た
場
合
、
作
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
緊
急
し
や
断
装
置
に
あ
つ
て
は
、
遠
隔
操
作
に
よ

り
作
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
安
上
支
障
の
な
い

も
の
と
し
て
別
に
告
示
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当

該
告
示
で
定
め
る
規
格
を
も
つ
て
、
経
済
産
業
大
臣
の

認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
規
格
を
も

つ
て
法
第
四
十
九
条
の
四
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
規
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
検
査
所
の
登
録
の
手
続
）

第
三
十
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
容
器
検
査
所
ご
と
に
、
様
式
第
五
の
容

器
検
査
所
登
録
申
請
書
に
検
査
設
備
明
細
書
を
添
え

て
、
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
（
当
該
容
器
検
査
所
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る

場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
令
第
二

十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定

都
市
の
長
。
次
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二

項
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
検
査
設
備
明
細
書
に
は
、
第
三
十
三
条
に
掲

げ
る
基
準
に
対
応
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
容
器
検
査
所
の
登
録
の
更
新
の
手
続
）

第
三
十
一
条
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
検
査
所
ご
と

に
、
様
式
第
六
の
容
器
検
査
所
登
録
更
新
申
請
書
を
容

器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
の
際
、
検
査
設
備
が
当
該
容
器
検
査
所

の
登
録
（
登
録
の
更
新
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
前
回

の
登
録
）
を
受
け
た
と
き
の
も
の
と
異
な
る
と
き
は
、

前
項
の
申
請
書
に
検
査
設
備
明
細
書
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
十
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
者
）

第
三
十
一
条
の
二
　
法
第
五
十
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ

り
容
器
再
検
査
又
は
附
属
品
再
検
査
を
適
正
に
行
う
に

当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
、
法
人

で
あ
つ
て
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
又
は
こ
れ
ら
の
法
定

代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
当
該
登
録
を
受
け

た
者
又
は
法
人
で
あ
つ
て
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
が
精

神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
状
態
と
な
り
、
容
器
再
検

査
又
は
附
属
品
再
検
査
の
適
正
な
実
施
が
著
し
く
困
難

と
な
つ
た
と
き
は
、
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
病
名
、
障
害
の
程

度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参

考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
検
査
所
の
登
録
票
）

第
三
十
二
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、

法
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
検
査
所
の
登

録
又
は
そ
の
更
新
を
し
た
と
き
は
、
登
録
又
は
そ
の
更

新
を
受
け
た
者
に
対
し
、
様
式
第
七
の
容
器
検
査
所
登

録
票
を
交
付
す
る
。

２
　
前
項
の
容
器
検
査
所
登
録
票
の
交
付
を
受
け
た
者

は
、
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
、

容
器
再
検
査
の
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
又
は
法
第
五
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
容
器
検
査
所
登
録
票
を
、
そ
れ

を
交
付
し
た
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
溶
接
容
器
、
ろ
う
付
け
容
器
、
一
般
継
目
な
し
容

器
、
一
般
複
合
容
器
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス

ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
を
再
検
査
す
る
容
器
検
査

所
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
設
備
（
再
検
査

を
す
る
容
器
及
び
そ
の
規
格
に
応
じ
た
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
備
え
る
こ

と
。

イ
　
容
器
の
さ
び
落
し
の
た
め
の
設
備
（
低
温
容
器

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
洗
浄
及
び
乾
燥
の
た
め

の
設
備

ロ
　
容
器
の
傷
、
腐
食
等
の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め

の
設
備

ハ
　
容
器
の
傷
及
び
肉
厚
を
超
音
波
探
傷
試
験
に
よ

り
確
認
す
る
た
め
の
設
備
（
半
導
体
製
造
用
継
目

な
し
容
器
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
容
器
の
内
面
を
照
明
検
査
す
る
た
め
の
設
備

ホ
　
圧
力
計
及
び
膨
張
計
（
膨
張
測
定
試
験
を
行
う

場
合
に
限
る
。
）

ヘ
　
残
ガ
ス
回
収
の
た
め
の
設
備
（
告
示
で
定
め
る

容
器
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ト
　
塗
装
厚
さ
を
測
定
す
る
た
め
の
設
備
（
液
化
石

油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
及
び
半
導
体
製
造
用
継

目
な
し
容
器
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
超
低
温
容
器
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ

つ
て
は
、
気
密
試
験
及
び
断
熱
性
能
試
験
の
た
め
の

検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

イ
　
容
器
の
表
面
を
清
浄
に
す
る
た
め
の
設
備

ロ
　
容
器
の
外
面
を
照
明
検
査
す
る
た
め
の
設
備

ハ
　
容
器
の
傷
、
腐
食
等
の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め

の
設
備

ニ
　
漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備

ホ
　
容
器
の
傷
及
び
亀
裂
を
超
音
波
探
傷
試
験
に
よ

り
確
認
す
る
た
め
の
設
備
（
超
音
波
探
傷
試
験
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）

四
　
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
再
検

査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

イ
　
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備

ロ
　
断
熱
性
能
試
験
又
は
保
冷
性
能
試
験
の
た
め
の

設
備

五
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置

さ
れ
て
い
る
附
属
品
以
外
の
附
属
品
の
再
検
査
を
す

る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
気
密
試
験
及
び
性
能

試
験
の
た
め
の
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

六
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置

さ
れ
て
い
る
附
属
品
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所

に
あ
つ
て
は
、
漏
え
い
試
験
の
た
め
の
検
査
設
備
を

備
え
る
こ
と
。

七
　
前
各
号
に
定
め
る
検
査
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
告
示

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
検
査
主
任
者
の
資
格
）

第
三
十
四
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
若
し
く

は
従
前
の
規
定
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
専
門
学
校
に

お
い
て
化
学
、
物
理
学
若
し
く
は
工
学
に
関
す
る
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に

よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を

含
む
。
）
、
高
圧
ガ
ス
の
充
塡
の
作
業
、
容
器
若
し
く

は
附
属
品
の
製
造
の
作
業
又
は
容
器
若
し
く
は
附
属

品
の
検
査
の
実
務
に
一
年
以
上
従
事
し
た
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
従
前
の

規
定
に
よ
る
工
業
学
校
に
お
い
て
工
業
に
関
す
る
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
、
高
圧
ガ
ス
の
充
塡
の
作
業
、

容
器
若
し
く
は
附
属
品
の
製
造
の
作
業
又
は
容
器
若

し
く
は
附
属
品
の
検
査
の
実
務
に
二
年
以
上
従
事
し

た
者

三
　
容
器
若
し
く
は
附
属
品
の
製
造
の
作
業
又
は
容
器

若
し
く
は
附
属
品
の
検
査
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事

し
た
者

四
　
専
ら
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
超
音
波
探
傷

試
験
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
並
び
に
圧

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ

て
い
る
附
属
品
を
検
査
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て

は
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六

年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ

く
一
級
大
型
自
動
車
整
備
士
、
一
級
小
型
自
動
車
整

備
士
、
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
、
二
級
ガ
ソ
リ
ン

自
動
車
整
備
士
、
二
級
ジ
ー
ゼ
ル
自
動
車
整
備
士
又

は
二
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
資
格
を
有
す
る
者

（
検
査
主
任
者
の
選
任
等
の
届
出
）

第
三
十
五
条
　
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検

査
主
任
者
の
選
任
又
は
解
任
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
八
の
検
査
主
任
者
届
書
に
当
該
検
査
主
任

者
が
交
付
を
受
け
た
製
造
保
安
責
任
者
免
状
の
写
し
又

は
前
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
を
添
え
て
、
そ
の
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
解
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
写
し
又
は
書

面
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
放
射
線
検
査
）

第
三
十
六
条
　
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
の
長
、
協

会
、
指
定
容
器
検
査
機
関
又
は
法
第
四
十
九
条
第
一
項

の
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
容
器

再
検
査
に
際
し
、
容
器
再
検
査
を
受
け
る
者
が
希
望
す

る
場
合
に
は
、
溶
接
容
器
に
つ
い
て
放
射
線
検
査
を
行

う
。

２
　
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
の
長
、
協
会
、
指
定
容

器
検
査
機
関
又
は
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
容
器
検
査

所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
放
射
線
検
査
に
合

格
し
た
容
器
に
は
「
放
」
の
文
字
を
打
刻
等
に
よ
り
明

示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）

第
三
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

刻
印
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
の
刻
印
の
下
又

は
右
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
次
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置

さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
次
項
第
五
号
に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う

標
章
の
掲
示
を
も
つ
て
、
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動

車
用
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態

で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
第
六

号
に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を

も
つ
て
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

イ
　
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号

ロ
　
容
器
再
検
査
の
年
月
（
内
容
積
四
千
リ
ッ
ト
ル

以
上
の
容
器
、
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
、

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
年
月

日
）

ハ
　
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
に
あ
つ
て
は
、

ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
そ
の
旨
の
表
示
（
記

号
　
Ｕ
Ｔ
）

ニ
　
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
で
あ
つ
て
第
二

十
五
条
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
附

属
品
を
取
り
外
し
て
バ
ル
ブ
取
付
け
部
ね
じ
に
つ

い
て
外
観
検
査
を
行
つ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
ハ

に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
そ
の
旨
の
表
示
（
記

号
　
Ｖ
Ｃ
）

ホ
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し

容
器
に
あ
つ
て
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
り
容
器
再
検
査
を
行
つ
た
場
合
に

あ
つ
て
は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｌ
）
、
同
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
容
器
再
検
査
を
行
つ
た

場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｓ
）

二
　
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
で

あ
つ
て
超
音
波
探
傷
試
験
に
合
格
し
た
も
の
に
あ
つ

て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
式
と
す
る
。

イ
　
前
号
の
例
に
よ
り
刻
印
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
第
五
号
に
規
定

す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を
も
つ
て

こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
　
超
音
波
探
傷
試
験
に
合
格
し
た
日
の
前
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
日
又
は
十
五
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
容
器
等
製
造
業
者
が

定
め
た
日
を
前
回
の
超
音
波
探
傷
試
験
（
超
音
波

探
傷
試
験
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
容
器
に
あ
つ
て

は
、
容
器
検
査
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
合
格
し
た
と
き
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
の
刻

印
の
下
又
は
右
に
刻
印
し
、
前
回
の
超
音
波
探
傷

試
験
の
と
き
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
の
刻
印
を

二
本
の
平
行
線
の
刻
印
で
消
す
も
の
と
す
る
。

三
　
前
回
の
容
器
再
検
査
（
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ

と
の
な
い
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器
検
査
。
以
下
こ

の
号
及
び
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
と
き

の
質
量
に
変
化
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
容
器
再

検
査
の
と
き
の
質
量
を
前
回
の
容
器
再
検
査
の
と
き

の
質
量
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
し
、
前
回
の
容

器
再
検
査
の
と
き
の
質
量
の
刻
印
を
二
本
の
平
行
線

の
刻
印
で
消
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
ア
セ
チ
レ

ン
の
容
器
で
あ
つ
て
多
孔
質
物
を
詰
め
て
あ
る
も

の
、
低
温
容
器
及
び
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で

液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲

示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
超
低
温
容
器
、
半
導
体
製
造

用
継
目
な
し
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器

（
フ
ル
ラ
ッ
プ
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー

製
一
般
複
合
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

以
外
の
容
器
に
あ
つ
て
は
次
の
第
一
号
及
び
第
四
号

に
、
超
低
温
容
器
に
あ
つ
て
は
第
一
号
の
二
に
、
半
導

体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
第
五
号
に
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー

製
一
般
複
合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
第
六
号
に
そ
れ
ぞ
れ
掲

げ
る
方
式
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号
及
び
容
器
再
検
査
の

年
月
（
内
容
積
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
及
び
高

圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
年
月
日
）

を
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
し
た
薄

板
を
、
取
れ
な
い
よ
う
に
、
容
器
検
査
に
合
格
し
た

際
に
当
該
容
器
に
付
け
ら
れ
た
第
八
条
第
三
項
又
は

第
六
十
二
条
の
標
章
に
さ
れ
た
同
項
の
規
定
に
よ
る

打
刻
の
下
又
は
右
に
掲
げ
る
こ
と
。

一
の
二
　
前
号
に
掲
げ
る
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
方
式
が
困
難
な
容
器
に
あ
つ
て
は
、
検
査
実
施
者

の
名
称
の
符
号
及
び
容
器
再
検
査
の
年
月
（
内
容
積

四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自

動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
年
月
日
）
を
明
瞭
に
、
か

つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
打
刻
又

は
印
字
し
た
も
の
（
た
だ
し
、
検
査
実
施
者
の
名
称

の
符
号
は
打
刻
に
限
る
。
）
を
、
取
れ
な
い
よ
う
に
、

容
器
検
査
に
合
格
し
た
際
に
当
該
容
器
に
貼
付
さ
れ

た
第
八
条
第
三
項
又
は
第
六
十
二
条
の
標
章
に
さ
れ

た
同
項
の
規
定
に
よ
る
打
刻
又
は
印
字
の
下
又
は
右

に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

二
　
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
に
あ
つ
て
は
、
前

号
の
薄
板
に
前
項
第
一
号
ハ
の
記
号
を
明
瞭
に
、
か

つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
す
る
こ
と
。

三
　
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
で
あ
つ
て
第
二
十

五
条
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
附
属
品

を
取
り
外
し
て
バ
ル
ブ
取
付
け
部
ね
じ
に
つ
い
て
外

観
検
査
を
行
つ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前
号
に
続
け

て
前
項
第
一
号
ニ
の
記
号
を
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え

な
い
よ
う
に
打
刻
す
る
こ
と
。

四
　
前
回
の
容
器
再
検
査
の
と
き
の
質
量
に
変
化
が
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
の
薄
板
に
容
器
再
検
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査
の
と
き
の
質
量
を
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ

う
に
打
刻
し
、
前
回
の
容
器
再
検
査
の
と
き
の
質
量

の
打
刻
を
二
本
の
平
行
線
の
打
刻
で
消
す
こ
と
。
た

だ
し
、
ア
セ
チ
レ
ン
の
容
器
で
あ
つ
て
多
孔
質
物
を

詰
め
て
あ
る
も
の
及
び
低
温
容
器
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

五
　
告
示
で
定
め
る
証
票
を
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
貼
付
す
る
。

六
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号

及
び
容
器
再
検
査
の
年
月
（
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

用
容
器
に
あ
つ
て
は
年
月
日
）
を
明
瞭
に
、
か
つ
、

消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
し
た
も
の
を
、
取
れ
な
い
よ

う
に
、
容
器
検
査
に
合
格
し
た
際
に
当
該
容
器
に
付

け
ら
れ
た
第
八
条
第
三
項
又
は
第
六
十
二
条
の
標
章

に
さ
れ
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
打
刻
の
下
又
は
右
に

貼
付
す
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
航
空
法
第
十
条
の

規
定
に
適
合
す
る
容
器
に
つ
い
て
は
航
空
法
施
行
規
則

第
十
四
条
の
二
第
十
項
に
定
め
る
基
準
を
も
つ
て
、
経

済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に

係
る
基
準
を
も
つ
て
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
又

は
同
条
第
四
項
の
標
章
の
掲
示
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
）

第
三
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
実
施
者
の
名

称
の
符
号
及
び
附
属
品
再
検
査
の
年
月
日
（
国
際
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
べ
き
附
属
品
に

あ
つ
て
は
、
年
月
）
を
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十

八
条
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
す
る
方
式
に
従
つ
て

刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
す
る

こ
と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
告
示
で
定

め
る
方
式
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
航
空
法
第
十
条
の
規

定
に
適
合
す
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
航
空
法
施
行
規
則

第
十
四
条
の
二
第
十
項
に
定
め
る
基
準
を
も
つ
て
、
経

済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に

係
る
基
準
を
も
つ
て
法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
刻

印
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
検
査
所
の
廃
止
届
）

第
三
十
九
条
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
容
器

検
査
所
の
再
検
査
の
業
務
の
廃
止
を
届
け
出
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
九
の
容
器
検
査
所
廃
止
届
書
を
そ
の

容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
容
器
等
検
査
に
係
る
登
録

第
一
節
　
登
録
の
基
準
等

（
容
器
等
事
業
区
分
）

第
四
十
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
容
器
等
事
業
区
分
は
、
別
表
第
二
の
上
欄

に
お
け
る
区
分
に
従
つ
て
区
分
さ
れ
た
同
表
下
欄
に
掲

げ
る
第
一
類
か
ら
第
十
六
類
ま
で
の
区
分
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
四
十
一
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
同
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
等
製
造
業

者
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
経
済
産
業
大

臣
（
容
器
又
は
附
属
品
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場

が
一
の
産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
設
置

さ
れ
て
い
る
容
器
等
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
工

場
又
は
事
業
場
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
以

下
こ
の
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二

条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
九
条
、
第

六
十
三
条
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
も
の

三
　
容
器
等
検
査
規
程

四
　
工
場
又
は
事
業
場
の
図
面

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
第
四
十
六
条
第
二
項
の
書
面
を

添
え
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
検

査
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
工
場
又

は
事
業
場
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た

め
の
組
織
（
以
下
「
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）

が
第
四
十
四
条
第
二
項
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
う

ち
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
日
本
工
業
規

格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
９
９
０
１
（
１
９
９
４
）
又
は
日

本
工
業
規
格
Ｚ
９
９
０
２
（
１
９
９
４
）
に
規
定
さ
れ

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
経
済
産
業
大
臣
が
適

切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

５
　
登
録
の
申
請
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
又

は
協
会
若
し
く
は
検
査
組
織
等
調
査
機
関
に
よ
る
調
査

に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
書
面
に
係
る
部
分
は
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
等
製
造
設
備
）

第
四
十
二
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
二
項
第
四
号
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
等
製
造
設
備
は
、
容
器
等

事
業
区
分
に
応
じ
て
必
要
な
も
の
と
し
、
法
第
四
十
九

条
の
七
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の

基
準
は
、
自
主
検
査
を
行
う
容
器
を
適
切
に
製
造
す
る

能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
容
器
等
検
査
設
備
）

第
四
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
等
検
査
設
備
は
、
容
器
等

事
業
区
分
に
応
じ
て
必
要
な
も
の
と
し
、
法
第
四
十
九

条
の
七
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の

基
準
は
、
自
主
検
査
を
行
う
容
器
を
適
切
に
検
査
す
る

能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の
組
織
）

第
四
十
四
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
二
項
第
六
号
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る

事
項
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
９
９
０
１
（
１
９
９
４
）

の
品
質
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項
の
う
ち
、
自
主
検
査
を
行

う
容
器
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
を
適
切
な
も
の

と
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
七
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
９
９
０
１

（
１
９
９
４
）
の
品
質
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項
に
規
定
さ

れ
る
基
準
の
ほ
か
、
自
主
検
査
を
行
う
容
器
等
に
係
る

品
質
管
理
の
方
法
等
を
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め
に
必

要
な
も
の
と
す
る
。

（
検
査
員
の
条
件
及
び
数
）

第
四
十
五
条
　
法
第
四
十
九
条
の
七
第
四
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
、
乙
種
機
械
責
任
者
免
状

若
し
く
は
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
の
交
付
を
受
け
、

又
は
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門

学
校
若
し
く
は
従
前
の
規
定
に
よ
る
大
学
若
し
く
は

専
門
学
校
に
お
い
て
理
学
若
し
く
は
工
学
に
関
す
る

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法

に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合

を
含
む
。
）
、
か
つ
、
容
器
又
は
附
属
品
の
検
査
に
一

年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
従
前
の
規
定

に
よ
る
工
業
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関
す
る
課
程
を

修
め
て
卒
業
し
、
か
つ
、
容
器
又
は
附
属
品
の
検
査

に
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
容
器
又
は
附
属
品
の
検
査
に
五
年
以
上
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
七
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
数
は
、
二
名
と
す
る
。

（
協
会
等
に
よ
る
調
査
の
申
請
）

第
四
十
六
条
　
法
第
四
十
九
条
の
八
第
一
項
の
調
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
容
器
等
製
造
業
者
は
、
様
式
第
十
二
に

よ
る
調
査
申
請
書
を
協
会
又
は
検
査
組
織
等
調
査
機
関

（
以
下
「
協
会
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
八
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、
様

式
第
十
三
の
と
お
り
と
す
る
。

（
登
録
の
更
新
）

第
四
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
の
九
の
登
録
の
更
新
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の

例
に
よ
り
、
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
証
）

第
四
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
登
録
証

の
様
式
は
、
様
式
第
十
四
の
と
お
り
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
四
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
二
の
変
更
を
届
け
出

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
変
更
届
出
書

を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
五
十
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
二
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
登
録
に
係
る
容
器
等
製
造
設
備
の
同
等
以
上
の
能

力
を
有
す
る
製
造
設
備
へ
の
変
更

二
　
登
録
に
係
る
容
器
等
検
査
設
備
の
同
等
以
上
の
能

力
を
有
す
る
検
査
設
備
へ
の
変
更

三
　
登
録
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め

の
組
織
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
も
の

イ
　
日
本
工
業
規
格
Ｚ
９
９
０
１
（
１
９
９
４
）
の

管
理
責
任
者
が
不
在
の
と
き
に
、
そ
の
権
限
及
び

責
任
を
代
行
す
る
者
の
変
更

ロ
　
材
料
、
部
品
等
の
購
入
先
の
変
更

（
廃
止
の
届
出
）

第
五
十
一
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
登

録
に
係
る
事
業
の
廃
止
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
十
六
に
よ
る
事
業
廃
止
届
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
証
の
再
交
付
）

第
五
十
二
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
登

録
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十

七
に
よ
る
登
録
証
再
交
付
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は
閲
覧
の
請
求
）

第
五
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
登

録
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
十
八
に
よ
る
登
録
簿
謄
本
交
付
（
閲

覧
）
請
求
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
五
十
三
条
の
二
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
四
第
二
項
に

規
定
す
る
検
査
記
録
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方

法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
作
成

し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項

の
検
査
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機

14



器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
容
器
等
製
造
業
者
の
申
請
）

第
五
十
四
条
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
一
項
の
登
録

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
九
に
よ
る
外
国

製
造
業
者
登
録
申
請
書
に
第
四
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ

る
書
類
を
添
え
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
第
四
十
六
条
第
二
項
の
書
面
を
添

え
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
二
十
に
よ
る
検
査

申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
等

の
行
う
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十

一
に
よ
る
調
査
申
請
書
を
協
会
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
第
四
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一

項
の
申
請
に
準
用
す
る
。

（
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者
の
変
更
の
届
出
等
）

第
五
十
五
条
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業

者
は
、
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
変
更
届
書
を
経
済
産
業

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者
は
、
様

式
第
二
十
三
に
よ
る
事
業
廃
止
届
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
九
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
登
録
証
の
再

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者

は
、
様
式
第
二
十
四
に
よ
る
登
録
証
再
交
付
申
請
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
五
十
六
条
　
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
五

条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四

十
八
条
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
は
第
五
十
四
条
第
一

項
の
登
録
に
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
三
条
の
二
の
規

定
は
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者
に
準
用
す
る
。

第
二
節
　
型
式
承
認
等

（
容
器
の
型
式
承
認
の
申
請
）

第
五
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法

第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項

の
容
器
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
二
十
五
の
容
器
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
式
承
認
に
要
す
る
容
器
及
び
書
類
）

第
五
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
（
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
の
数
量
は
、
第
七
条

第
一
項
に
掲
げ
る
容
器
の
規
格
に
適
合
す
る
た
め
に
必

要
な
数
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
書
類
の
う
ち
、
容
器
の
型
式
承
認
に
係
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
第
二

号
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
構
造
図

二
　
肉
厚
計
算
書

三
　
材
料
証
明
書

（
容
器
型
式
承
認
証
）

第
五
十
九
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二

十
二
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
り
容
器
の
型
式
を
承
認
し
た
と
き
は
、
様

式
第
二
十
六
の
容
器
型
式
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
試
験
の
申
請
）

第
六
十
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
試
験
の

う
ち
、
容
器
に
係
る
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
二
十
七
の
容
器
型
式
試
験
申
請
書
を
協
会
又
は

指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
型
式
試
験
合
格
証
）

第
六
十
一
条
　
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
は
、
法
第

四
十
九
条
の
二
十
三
第
三
項
に
よ
り
当
該
容
器
が
試
験

に
合
格
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
十
八
の
容
器
型
式
試

験
合
格
証
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
容
器
製
造
業
者
及
び
外
国
登
録
容
器
製
造
業
者

が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

第
六
十
二
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第

二
項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
等
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
八
条
の
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
検
査
実
施
者
の

名
称
の
符
号
」
と
あ
る
の
は
「
型
式
承
認
番
号
」
と
、

「
容
器
製
造
業
者
（
検
査
を
受
け
た
者
が
容
器
製
造
業

者
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
容
器
製
造
業
者
及
び

検
査
を
受
け
た
者
）
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
容
器
製
造

業
者
」
と
、
「
容
器
検
査
に
合
格
し
た
」
と
あ
る
の
は

「
容
器
を
製
造
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
品
の
型
式
承
認
の
申
請
）

第
六
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法

第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項

の
附
属
品
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
二
十
九
の
附
属
品
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
式
承
認
に
要
す
る
附
属
品
及
び
書
類
）

第
六
十
四
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品
の
数
量
は
、
第
十
七
条
第

一
項
に
掲
げ
る
附
属
品
の
規
格
に
適
合
す
る
た
め
に
必

要
な
数
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
書
類
の
う
ち
、
附
属
品
の
型
式
承
認
に
係
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
構
造
図

二
　
材
料
証
明
書

（
附
属
品
型
式
承
認
証
）

第
六
十
五
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二

十
二
に
よ
り
附
属
品
の
型
式
を
承
認
し
た
と
き
は
、
様

式
第
三
十
の
附
属
品
型
式
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
試
験
の
申
請
）

第
六
十
六
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
試
験

の
う
ち
、
附
属
品
に
係
る
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
三
十
一
の
附
属
品
型
式
試
験
申
請
書
を
協

会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
附
属
品
型
式
試
験
合
格
証
）

第
六
十
七
条
　
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
は
、
法
第

四
十
九
条
の
二
十
三
第
三
項
に
よ
り
当
該
附
属
品
が
試

験
に
合
格
し
た
と
き
は
、
様
式
第
三
十
二
の
附
属
品
型

式
試
験
合
格
証
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
附
属
品
製
造
業
者
及
び
外
国
登
録
附
属
品
製
造

業
者
が
行
う
刻
印
）

第
六
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
十
八
条
の
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
「
附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
」
と

あ
る
の
は
「
附
属
品
を
製
造
し
た
」
と
、
「
検
査
実
施

者
の
名
称
の
符
号
」
と
あ
る
の
は
「
型
式
承
認
番
号
」

と
、
「
附
属
品
製
造
業
者
（
検
査
を
受
け
た
者
が
附
属

品
製
造
業
者
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
附
属
品
製

造
業
者
及
び
検
査
を
受
け
た
者
）
」
と
あ
る
の
は
「
登

録
附
属
品
製
造
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章
　
雑
則

（
容
器
の
規
格
不
適
合
の
報
告
）

第
六
十
九
条
　
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
は
、
法
第

五
十
六
条
第
二
項
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

様
式
第
三
十
三
の
容
器
規
格
不
適
合
報
告
書
を
当
該
容

器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容

積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当

該
容
器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
）
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
附
属
品
の
規
格
不
適
合
の
報
告
）

第
七
十
条
　
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
は
、
法
第
五

十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
報

告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
十
四
の
附
属

品
規
格
不
適
合
報
告
書
を
当
該
附
属
品
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト

ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
装
置
さ
れ
る
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
附

属
品
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
）
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
七
十
一
条
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
帳
簿
に
記
載
す
べ

き
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
記
載
す
べ
き
者

の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

記
載
す

べ
き
者

の
区
分

記
載
す
べ
き
事
項

容
器
製

造
業
者

一
　
刻
印
等
が
さ
れ
た
と
き
。

型
式
承
認
番
号
（
自
主
検
査
刻
印
等
の
あ
る
容

器
に
限
る
。
）
、
容
器
の
記
号
及
び
番
号
、
充
塡

す
べ
き
ガ
ス
の
種
類
、
内
容
積
、
製
造
年
月
日
、

容
器
検
査
の
年
月
日
（
自
主
検
査
刻
印
等
の
あ

る
容
器
を
除
く
。
）
、
場
所
及
び
成
績
並
び
に
材

料
の
製
造
者

二
　
容
器
を
譲
渡
し
た
と
き
。

容
器
の
記
号
及
び
番
号
、
譲
渡
先
並
び
に
譲
渡

年
月
日

容
器
検

査
所
の

登
録
を

受
け
た

者

一
　
容
器
再
検
査
を
し
た
と
き
。

容
器
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
容
器
再
検
査
の

年
月
日
及
び
成
績

二
　
附
属
品
再
検
査
を
し
た
と
き
。

附
属
品
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
附
属
品
再
検

査
の
年
月
日
及
び
成
績

２
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
製
造
業

者
及
び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
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と
に
備
え
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
溶
接
容
器
等
（
次
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
二
十
年
未
満

の
も
の
は
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら

五
年
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
、
経
過
年
数
二
十
年
以
上
の
も
の
は

同
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経

過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間

二
　
耐
圧
試
験
圧
力
が
三
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
内
容
積
が
二
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の

溶
接
容
器
等
（
シ
ア
ン
化
水
素
、
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は

塩
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
昭
和
三
十
年
七
月
以
降
に
お
い
て
法
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
容
器
検
査
又
は
第
三
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
検
査
に
合
格
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
二
十
年
未
満
の
も
の
は
前

項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
六
年
を
経
過

す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
、
経
過
年
数
二
十
年
以
上
の
も
の
は
前
項
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

三
　
一
般
継
目
な
し
容
器
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

四
　
一
般
複
合
容
器
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
か
ら
起

算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

五
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

用
容
器
に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
四
年
以
下
の
も
の

は
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
四
年
を

経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間
、
経
過
年
数
四
年
を
超
え
る
も
の
は
前
項
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
二
月
を
経
過

す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間

六
　
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
つ
い
て

は
、
経
過
年
数
四
年
一
月
以
下
の
も
の
は
前
項
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
四
年
一
月
を
経
過
す

る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
、
経
過
年
数
四
年
一
月
を
超
え
る
も
の
は
同
項
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
三
月
を
経
過

す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間

七
　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容

器
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

日
か
ら
五
年
一
月
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

八
　
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
二
十
年
未
満
の
も
の
は
前

項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
六
年
を
経
過

す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
、
経
過
年
数
二
十
年
以
上
の
も
の
は
同
項
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

九
　
再
充
塡
禁
止
容
器
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
六
年
を
経
過
す
る
日
か
ら

起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

十
　
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
（
次
号
及
び
第

十
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
て

初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
に
あ
つ
て

は
、
同
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
四
年

一
月
を
経
過
し
て

初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
）
ま

で
の
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間

十
一
　
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器
（
液
化

石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
も
の
に
限
り
、
高
圧

ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
又
は
鉄
道
車
両
に
固
定
さ

れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品

に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
六
年
六
月
以
下
の
も
の
は

前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
て

初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
期

間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
間
、
経
過
年
数
六
年
六
月
を
超
え
る
も
の

は
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
一
年
を

経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間

十
二
　
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス

を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
過

年
数
七
年
六
月
以
下
の
も
の
は
前
項
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て

初
に
受
け

る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
期
間
を
経
過
す
る
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
経
過

年
数
七
年
六
月
を
超
え
る
も
の
は
同
項
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
か
ら
起

算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

十
三
　
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
附
属
品
に
つ
い
て

は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年

を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
容
器
製
造
業
者
及
び

容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
が
第
一
項
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備

え
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
第
二
十
四
条
第
二
項
の
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状

態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
、
容
器
再
検
査
を

受
け
た
こ
と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
第
二
十
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て

一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

二
　
第
二
十
四
条
第
三
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を

受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
日
か
ら
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す

る
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
に
係
る
期
間
を
経
過
す
る

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

三
　
第
二
十
七
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を

受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
日
か
ら
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
に
係
る
期
間
を
経
過
す
る

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

４
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
容
器
製
造
業
者
が

容
器
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、
容
器
製
造
業
者
が
第
一
項

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
ご
と
に
備

え
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
再
充
塡
禁
止
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
第

一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら

初
に
受

け
る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
期
間
を
経
過
す
る
日

か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

二
　
再
充
塡
禁
止
容
器
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
六
年
を
経
過
す
る
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

（
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
等
の
規
格
）

第
七
十
二
条
　
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
の
容
器
検
査

又
は
容
器
再
検
査
に
お
け
る
規
格
は
、
第
七
条
又
は
第

二
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
告
示
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
容
器
に
装
置
さ
れ
る
附
属
品

の
附
属
品
検
査
又
は
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
規
格

は
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
で
定
め
る
も
の

と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
二
年
四
月
二
二
日
通
商
産
業

省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
一
月
一
〇
日
通
商
産

業
省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
保
安
規
則
第
四
十
条
第
三

号
の
改
正
規
定
は
昭
和
四
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
同

規
則
第
四
十
三
条
の
改
正
規
定
は
同
年
五
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
一
六
日
通
商
産

業
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
容
器
保
安
規
則
第
四
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
昭

和
四
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
二
月
一
八
日
通
商
産
業

省
令
第
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
一
年
二
月

二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
容
器
に
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
刻
印
を
す
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
容
器
保
安
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
号
の
規

定
中
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号
に
係
る
部
分
は
、
適

用
し
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
容

器
検
査
に
合
格
し
た
容
器
で
あ
つ
て
、
液
化
石
油
ガ
ス

以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
（
塩
素
を
除
く
。
）

又
は
酸
素
の
液
化
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
内
容
積
が
五
千

リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
（
液
化
石
油
ガ
ス
以
外
の
可
燃

性
ガ
ス
で
あ
つ
て
大
気
圧
に
お
け
る
沸
点
が
零
度
以
下

の
も
の
を
充
て
ん
す
る
内
容
積
が
五
千
リ
ッ
ト
ル
以
上

の
も
の
で
あ
つ
て
当
該
ガ
ス
を
温
度
零
度
以
下
又
は
当

該
ガ
ス
の
気
相
部
に
お
け
る
常
用
の
圧
力
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
液
体
の
状
態
で

充
て
ん
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五

十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
四
十

二
条
第
三
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
容

器
検
査
に
合
格
し
た
容
器
で
あ
つ
て
新
規
則
第
四
十
七

条
第
二
号
の
二
及
び
第
二
号
の
三
に
規
定
す
る
容
器
に

相
当
す
る
も
の
が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
受
け
る
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べ
き
容
器
再
検
査
の
日
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
容
器
保
安
規
則
第
四
十
七

条
第
二
号
に
規
定
す
る
容
器
の
再
検
査
の
期
間
に
よ
り

計
算
し
て
得
ら
れ
る
日
と
す
る
。

５
　
内
容
積
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
二
十
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
容
器
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
も
の

に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
深
絞
り
に
よ
り
製
造
を
し
た

二
部
制
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
新
規
則
第

四
十
七
条
第
二
号
の
二
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
容

器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
の
容
器
検
査
所
の
検
査

設
備
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
一
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
は
、
新
規
則
第
五
十
二
条
第
一
号
ニ
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
一
四
日
通
商
産
業

省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
通
商
産
業
省

令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
六
月
二
五
日
通
商
産
業

省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
七
年
七
月
二
三
日
通
商
産
業

省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
二
十
三
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
月
二
一
日
通
商
産
業

省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
容
器
保
安
規
則
（
以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三

十
六
条
の
二
、
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
一
条
の
二
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
経
過
し
た

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
高
圧
ガ
ス
取
締
法
第
四
十
七

条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
定
容
器
と
な
つ
て

い
る
も
の
で
あ
つ
て
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
容
器
再
検

査
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則

第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業

省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業

省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
四
年
五
月
一
一
日
通
商
産
業
省

令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
五
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
容
器
保
安
規
則
に
係
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
容

器
証
明
書
の
返
納
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
協
会
の
交
付
に
係
る
容
器

証
明
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
協
会
、
指
定
容
器
検
査
機

関
の
交
付
に
係
る
容
器
証
明
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当

該
容
器
証
明
書
を
交
付
し
た
指
定
容
器
検
査
機
関
、
行

政
庁
の
交
付
に
係
る
容
器
証
明
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
容
器
証
明
書
を
交
付
し
た
行
政
庁
に
返
納
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
（
当
該
容
器
再
検

査
を
し
た
者
が
当
該
容
器
証
明
書
を
交
付
し
た
者
と

異
な
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
容
器
再
検

査
を
行
っ
た
者
を
通
じ
て
返
納
す
る
。

二
　
容
器
証
明
書
が
行
政
庁
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
た
容

器
で
あ
っ
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
高
圧
ガ
ス

取
締
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
刻
印
等
が
さ
れ
た
も
の
（
刻

印
等
を
し
た
行
政
庁
が
当
該
容
器
証
明
書
を
交
付
し

た
行
政
庁
と
異
な
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

当
該
刻
印
等
を
し
た
行
政
庁
を
通
じ
て
返
納
す
る
。

三
　
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
器
証
明
書
の
交

付
を
受
け
て
い
る
者
が
直
接
返
納
す
る
。

２
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
四
年
政
令
第
百
七
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
法
第
四
十

九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
に
新
法

第
四
十
五
条
第
一
項
の
刻
印
又
は
同
条
第
二
項
の
標
章

の
掲
示
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
容
器
保

安
規
則
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
中
検

査
実
施
者
の
名
称
の
符
号
に
係
る
部
分
は
、
適
用
し
な

い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る

改
正
前
の
容
器
保
安
規
則
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
た

だ
し
書
に
よ
る
刻
印
は
、
改
正
後
の
容
器
保
安
規
則
第

三
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
章
の
掲
示
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
通
商
産
業
省

令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
改
正
後
の
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
、
容
器
保
安

規
則
、
冷
凍
保
安
規
則
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
、

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
、
高
圧
ガ
ス
保
安
管
理
員
等

規
則
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
並
び
に
液
化
石
油

ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、
平
成
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
一
日
通
商
産
業
省

令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
容
器
保
安
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の

二
第
四
項
、
第
四
十
条
第
四
項
、
第
四
十
七
条
第
二

項
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
準
に
つ
い
て
通
商
産
業
大

臣
が
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た
繊
維
強
化
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
複
合
容
器
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
の
施
行
日
以
降

に
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
容
器
検
査
又
は
法
第
四
十

九
条
の
容
器
再
検
査
を
受
け
る
も
の
の
容
器
検
査
又
は

容
器
再
検
査
に
お
け
る
法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
通
商

産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大

き
さ
別
の
容
器
の
規
格
及
び
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の

通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力

の
大
き
さ
別
の
規
格
は
、
第
七
条
及
び
第
二
十
六
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
当
該
通

商
産
業
大
臣
が
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た
基
準
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
四
条
第
一
項

の
容
器
検
査
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
容
器
（
一
般

複
合
容
器
に
限
る
。
）
と
同
一
の
型
式
に
属
す
る
容
器

に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
容
器
保
安

規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項

第
一
号
ロ
の
規
定
中
「
設
計
確
認
試
験
及
び
組
試
験
」

と
あ
る
の
は
「
組
試
験
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
四
条
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し

容
器
（
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
四
条
第
一
項

の
容
器
検
査
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
に
限

る
。
）
及
び
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合

容
器
（
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
六
条
第
二

項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
二
第
四
項
、

第
四
十
条
第
四
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
八

条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
そ
の
基
準
に
つ
い
て
通
商
産
業
大
臣
が
保
安
上
支

障
が
な
い
と
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
と
同
一
の
型
式

に
属
す
る
容
器
（
以
下
「
指
定
容
器
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
七
条
第
一
項
第

一
号
ロ
の
規
定
中
「
設
計
確
認
試
験
及
び
組
試
験
」
と

あ
る
の
は
「
組
試
験
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
容
器
が
属
す
る
型
式

に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
設
計
確
認
試
験
を
受
け
、
こ

れ
に
合
格
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
か
ら
当
該
設
計
確
認
試
験
を
受
け
こ
れ
に
合
格
し

た
日
ま
で
の
間
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
四
条

第
一
項
の
容
器
検
査
を
受
け
こ
れ
に
合
格
し
た
指
定
容

器
は
、
設
計
確
認
試
験
に
合
格
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
容
器
が
属
す
る
型

式
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
設
計
確
認
試
験
を
受
け

ず
、
又
は
設
計
確
認
試
験
に
合
格
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十

四
条
第
一
項
の
容
器
検
査
を
受
け
こ
れ
に
合
格
し
た
指

定
容
器
は
、
新
規
則
第
二
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
則
第
二
十
四
条
か
ら
第

二
十
六
条
ま
で
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
に
つ
い
て

は
、
指
定
容
器
の
う
ち
継
目
な
し
容
器
で
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
一
般
継
目
な
し
容
器
と
、
指
定
容
器
の
う
ち

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
一
般
複
合
容
器
と
み
な
す
。

第
五
条
　
平
成
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
四

十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刻
印
等
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
新
規
則
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
三
十
六

条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
刻
印
等
は
、
新
規
則
第
八
条
第

一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

法
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な

さ
れ
た
刻
印
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
四
十
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
容
器
に
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つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
十
条
第
三
項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
　
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装

置
す
る
附
属
品
（
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
九

条
の
二
第
一
項
の
附
属
品
検
査
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
型
式
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
九
年
九
月
三
十
日
ま
で

の
間
は
、
新
規
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
中
「
設
計

確
認
試
験
及
び
組
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
組
試
験
」
と

読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
附
属
品
が
属
す
る
型

式
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
九
年

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
設
計
確
認
試
験
を
受
け
、
こ

れ
に
合
格
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
か
ら
当
該
設
計
確
認
試
験
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格

し
た
日
ま
で
の
間
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十

九
条
の
二
第
一
項
の
附
属
品
検
査
を
う
け
こ
れ
に
合
格

し
た
附
属
品
は
、
設
計
確
認
試
験
に
合
格
し
た
も
の
と

み
な
す
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
附
属
品
が
属
す
る

型
式
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
九

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
設
計
確
認
試
験
を
受
け

ず
、
又
は
設
計
確
認
試
験
に
合
格
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
九
年
九
月
三

十
日
ま
で
の
間
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
九

条
の
二
第
一
項
の
附
属
品
検
査
を
受
け
こ
れ
に
合
格
し

た
附
属
品
は
、
新
規
則
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条

ま
で
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
圧
縮
天
然

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
し
て
い
な
い
附

属
品
と
み
な
す
。

第
九
条
　
平
成
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
四

十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
新
規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
四
十
一

条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
附
属
品
に
な
さ
れ
て
い
る
刻

印
は
、
新
規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法

第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
刻

印
と
み
な
す
。

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
四
十
四
条

第
一
項
の
容
器
検
査
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
て
い
る

容
器
で
あ
っ
て
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
五
千
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
九
条
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
法
第
四
十
四

条
第
一
項
の
容
器
検
査
又
は
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の

附
属
品
検
査
に
合
格
し
て
い
る
容
器
又
は
附
属
品
で
あ

っ
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
容
器
又
は
附
属
品
と
み
な
す
。

容
器
又
は
附
属
品

規
定

容
器
又
は
附
属

品

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動

車
燃
料
装
置
用
継
目

な
し
容
器

新
規
則
第
二
十
四

条
か
ら
第
二
十
六

条
ま
で
及
び
第
三

十
七
条

一
般
継
目
な
し

容
器

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器

に
現
に
装
置
さ
れ
て

い
る
附
属
品

新
規
則
第
二
十
七

条
か
ら
第
二
十
九

条
ま
で
及
び
第
三

十
八
条

圧
縮
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
に
装

置
し
て
い
な
い

附
属
品

第
十
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
四
十
九
条

第
一
項
の
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ

っ
て
、
一
般
継
目
な
し
容
器
、
溶
接
容
器
、
ろ
う
付
け

容
器
又
は
一
般
複
合
容
器
を
再
検
査
す
る
も
の
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
九
年
九
月
三
十
日
ま
で

の
間
は
、
そ
の
検
査
設
備
に
つ
い
て
、
新
規
則
第
三
十

三
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
五
十

六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
刻
印

等
は
、
新
規
則
第
三
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

法
第
四
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な

さ
れ
た
刻
印
等
と
み
な
す
。

第
十
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
五
十

六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
附
属
品
に
な
さ
れ
て
い
る
刻

印
は
、
新
規
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た

刻
印
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省

令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
第

十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
九
年
四
月
二
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
四
日
通
商
産
業
省

令
第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
六
日
通
商
産
業

省
令
第
一
二
五
号
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

第
二
条
　
平
成
元
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
法
第
四
十
四

条
第
一
項
の
容
器
検
査
に
合
格
し
た
容
器
に
係
る
容
器

再
検
査
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
容
器
保
安
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
四
条
第
一
項

の
容
器
検
査
に
合
格
し
た
容
器
（
前
条
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
新
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
容
器
に
相
当
す
る

も
の
が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
受
け
る
べ
き
容
器

再
検
査
の
日
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
容
器
保
安
規
則
第

二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
容
器
の
再
検
査
の

期
間
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
日
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業

省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業

省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
容
器
保
安
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
容
器
検
査
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
液
化
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
容
器
保
安
規
則
第
二
十
四
条
第

一
項
、
第
二
十
六
条
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
手
続
等
の
効
力
の
引
継
ぎ
）

第
五
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省

令
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
手
続
き
そ
の
他
の
行
為
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当

規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業

省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
二
九
日
通
商
産

業
省
令
第
一
〇
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
日
通
商
産
業
省

令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
通
商
産
業

省
令
第
一
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産

業
省
令
第
三
〇
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
一
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
八
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス

ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
刻
印
は
、

当
該
容
器
の
外
面
に
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｓ
Ｃ
Ｕ

Ｂ
Ａ
）
を
明
示
し
た
場
合
は
、
平
成
十
四
年
九
月
三
十

日
（
容
器
検
査
合
格
月
又
は
容
器
再
検
査
合
格
月
の
前

月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
一
月
を
経
過
し
て
い
な

い
容
器
に
あ
っ
て
は
、
一
年
一
月
を
経
過
し
た
日
）
ま

で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
容
器
保
安
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
又

は
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第

四
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
な
さ
れ
た
刻
印
と
み
な
す
。

第
三
条
　
平
成
元
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
法
第
四
十
四

条
第
一
項
の
容
器
検
査
に
合
格
し
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合

金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
第

二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中

「
四
年
一
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
年
一
月
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
四
十
九
条
第

一
項
の
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ

て
、
既
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な

し
容
器
の
再
検
査
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
、
容
器
検
査

所
登
録
票
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

い
日
又
は
平
成
十
四
年
十
二
月
九
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
ま
で
の
間
は
、
当
該
容
器
の
再
検
査
を
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

18



附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
四
日
経
済
産
業

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省

令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成

十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
一
日
経
済
産
業

省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
超
低
温
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
刻
印
等

は
、
当
該
容
器
が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
受
け
る

べ
き
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
さ
れ
た
刻
印
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
経
済
産
業

省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
一
九
日
経
済
産
業

省
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
容
器
保

安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
液
化
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
刻

印
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
容
器
保
安
規
則

第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な

さ
れ
た
刻
印
等
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
六
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
る
帳
簿
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
容
器

保
安
規
則
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
一
六
日
経
済
産
業

省
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
十
六
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
容
器
保
安
規
則
第

八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則

第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
ガ
ス
を
充
て
ん

す
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容

器
に
な
さ
れ
て
い
る
刻
印
は
、
当
該
容
器
の
外
面
に
そ

の
旨
の
表
示
（
記
号
　
Ｓ
Ｃ
Ｕ
Ｂ
Ａ
）
を
明
示
し
た
場

合
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
（
当
該
日
に

お
い
て
容
器
検
査
合
格
月
又
は
容
器
再
検
査
合
格
月
の

前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
一
月
を
経
過
し
て
い

な
い
容
器
に
あ
つ
て
は
、
一
年
一
月
を
経
過
し
た
日
）

ま
で
の
間
は
、
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
又
は
第

三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十

五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

な
さ
れ
た
刻
印
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
三
日
経
済
産
業

省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業

省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
四
日
経
済
産
業

省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
一
日
経
済
産
業

省
令
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
二
日
経
済
産
業

省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
八
日
経
済
産
業
省

令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
一
五
日
経
済
産

業
省
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
三
十
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
容
器
保
安
規
則
第
四

条
、
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
条
第
一
項
、

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
、
第
二

条
、
第
三
条
、
第
四
条
中
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第

二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
十
一

条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

改
正
規
定
、
第
五
条
中
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第

二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
並
び
に
第
六
条
中

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
第
一
条
、
第
十

四
条
及
び
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
七
日
経
済
産
業

省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
一
四
日
経
済
産

業
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
九
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
並
び
に
第
三
条
中
様
式
第
三
十
七
、
様
式

第
五
十
三
、
様
式
第
五
十
四
、
様
式
第
五
十
七
及
び

様
式
第
五
十
七
の
二
の
改
正
規
定
　
公
布
の
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
七
日
経
済
産

業
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
二
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
二
二
日
経
済
産
業

省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
一
日
経
済
産
業
省

令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に

係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
四

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
一
二
日
経
済
産
業

省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
経
済
産
業
省

令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二

条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置

に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
二
三
日
経
済
産
業
省

令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
一
八
日
経
済
産
業
省

令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
九
日
経
済
産
業
省

令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
二
十
二
号
の

二
、
第
二
十
三
号
及
び
第
二
十
六
号
並
び
に
第
八
条
第

一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
一
月
二
十
九

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
容
器
保
安
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と

い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
刻
印

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
容
器
が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
受
け
る
べ
き
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
間
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
容
器
保
安
規
則
（
次
項
に
お

い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
又
は
第

三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四

十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た

刻
印
等
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四

十
四
条
第
一
項
の
容
器
検
査
に
合
格
し
て
い
る
医
療
用

酸
素
用
一
般
複
合
容
器
が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に

受
け
る
べ
き
容
器
再
検
査
の
日
に
つ
い
て
は
、
新
規
則

第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
旧
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

容
器
の
再
検
査
の
期
間
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
日

と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
一
日
経
済
産
業

省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
十
六
条
第
一
項
関
係
）

高
圧
ガ
ス
の
種
類

一
　
亜
酸
化
窒
素
、
ア
ル
ゴ
ン
、
ア
ン
モ
ニ
ア
、
一
酸

化
炭
素
、
一
酸
化
窒
素
、
エ
チ
レ
ン
、
塩
化
水
素
、
塩

素
、
キ
セ
ノ
ン
、
ク
リ
プ
ト
ン
、
三
フ
ッ
化
窒
素
、
三

フ
ッ
化
ホ
ウ
素
、
ジ
シ
ラ
ン
、
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
、

臭
化
水
素
、
窒
素
、
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
、
二
酸
化

炭
素
、
ネ
オ
ン
、
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
シ
ク
ロ
ブ
タ
ン
、
フ

ル
オ
ロ
メ
タ
ン
、
ヘ
リ
ウ
ム
、
ホ
ス
フ
ィ
ン
、
メ
タ
ン
、

モ
ノ
シ
ラ
ン
、
四
フ
ッ
化
メ
タ
ン
、
硫
化
カ
ル
ボ
ニ
ル
、

六
フ
ッ
化
硫
黄

二
　
ア
ル
ゴ
ン
、
キ
セ
ノ
ン
、
ク
リ
プ
ト
ン
、
窒
素
、

ネ
オ
ン
若
し
く
は
ヘ
リ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
ガ
ス
の
う

ち
二
以
上
を
成
分
と
す
る
混
合
ガ
ス
及
び
前
号
に
掲
げ

る
ガ
ス
又
は
三
塩
化
ホ
ウ
素
の
混
合
ガ
ス

三
　
ア
ル
ゴ
ン
、
キ
セ
ノ
ン
、
ク
リ
プ
ト
ン
、
窒
素
、

ネ
オ
ン
若
し
く
は
ヘ
リ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
ガ
ス
の
う

ち
二
以
上
を
成
分
と
す
る
混
合
ガ
ス
及
び
フ
ッ
素
の
混

合
ガ
ス
（
た
だ
し
、
混
合
ガ
ス
中
の
フ
ッ
素
の
容
量
は

全
容
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。
）

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
）

製
造
す
る
容
器
等
の
区
分

容
器
等

事
業
区

分

容
器
等
の
種
類

製

造

方

法

鋼
製
継
目
な
し
容
器

エ

ル

ハ

ル
ト
式

一
類

マ

ン

ネ

ス

マ

ン

式

二
類

カ

ッ

ピ

ン
グ
式

三
類

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
継
目
な
し
容
器
エ

ル

ハ

ル
ト
式

四
類

マ

ン

ネ

ス

マ

ン

式

五
類

カ

ッ

ピ

ン
グ
式

六
類

内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
溶
接

容
器
（
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

を
除
く
。
）

　

七
類

内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
超
低

温
容
器
（
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容

器
を
除
く
。
）
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器

　

八
類

内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
溶
接

容
器
及
び
超
低
温
容
器
並
び
に
高
圧
ガ

ス
運
送
自
動
車
用
容
器

　

九
類

ろ
う
付
け
容
器

　

十
類

鋼
ラ
イ
ナ
ー
製
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
複
合
容
器

　

十
一
類

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
ラ
イ
ナ
ー
製
繊
維

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器

　

十
二
類

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
繊
維
強
化

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器

　

十
三
類

再
充
塡
禁
止
容
器

　

十
四
類

第
一
類
か
ら
第
十
四
類
ま
で
の
区
分
に

区
分
さ
れ
た
容
器
以
外
の
容
器

　

十
五
類

附
属
品

　

十
六
類

様
式
第
１
（
第
４
条
関
係
）

様式第1（第4条関係）（平9通産令20・追加、平10通産令28・平12通産令23・平12通産令300・平17経産令21・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器検査申請書 ×受理年月日年月日 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 容器所在地又は事業所所在地 検査の区分 容器の種類 耐圧試験圧力 容器の数量 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
２
（
第
９
条
関
係
）

様式第2（第9条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平17経産令21・平28経産令105・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 高圧ガスの種類又は圧力変更申請書×受理年月日年月日 ×措置番号 所有者氏名 住所 容器の記号及び番号 容器に充する高圧ガスの種類又は圧 力の変更内容 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
３
（
第
１
４
条
関
係
）

様式第3（第14条関係）（平9通産令20・追加、平10通産令28・平12通産令23・平12通産令300・平17経産令21・平28経産令105・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 附属品検査申請書 ×受理年月日年月日 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 附属品所在地又は事業所所在地 検査の区分 附属品の種類 当該附属品が装置される容器に充さ れるガスの種類及び耐圧試験圧力 附属品の数量 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
４
（
第
２
３
条
関
係
）

様式第4（第23条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平17経産令21・平28経産令105・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 特別充許可申請書×受理年月日年月日 ×許可番号 所有者氏名 住所 容器の種類及び数量 容器の記号及び番号又は型式承認番号 充をする場所 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
５
（
第
３
０
条
関
係
）

様式第5（第30条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令130・平29経産令83・令元経産令17・令元経産令36・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器検査所登録申請書×受理年月日年月日 ×登録番号 名称 容器検査所所在地 容器再検査をする容器の種類及び附属 品再検査をする附属品の種類 欠格事由1高圧ガス保安法第7条第1号又は第2号に掲 に関するげる者 事項 2高圧ガス保安法第53条の規定により容器検査 所の登録を取り消され、取消しの日から2年を 経過しない者 3心身の故障により容器再検査又は附属品再検 査を適正に行うことができない者として経済産 業省令で定める者 4法人であつて、その業務を行う役員のうちに 前三号のいずれかに該当する者があるもの 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
６
（
第
３
１
条
関
係
）

様式第6（第31条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令130・平29経産令83・令元経産令17・令元経産令36・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器検査所登録更新申請書×受理年月日年月日 ×登録番号 名称 容器検査所所在地 容器再検査をする容器の種類及び附属 品再検査をする附属品の種類 欠格事由1高圧ガス保安法第7条第1号又は第2号に掲 に関するげる者 事項 2高圧ガス保安法第53条の規定により容器検査 所の登録を取り消され、取消しの日から2年を 経過しない者 3心身の故障により容器再検査又は附属品再検 査を適正に行うことができない者として経済産 業省令で定める者 4法人であつて、その業務を行う役員のうちに 前三号のいずれかに該当する者があるもの 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
７
（
第
３
２
条
関
係
）

様式第7（第32条関係）（平9通産令20・追加、平29経産令83・令元経産令17・一部改正） 容器検査所登録票 名称 容器検査所所在地 登録番号 容器再検査をする容器の種類及び附属 品再検査をする附属品の種類 上記のとおり登録する。 年月日 都道府県知事 印 指定都市の長 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
８
（
第
３
５
条
関
係
）

様式第8（第35条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 検査主任者届書 ×受理年月日年月日 名称 容器検査所所在地 選製造保安責任者免状の種類 任検査主任者の氏名 解製造保安責任者免状の種類 任検査主任者の氏名 選任 年月日 解任 解任の理由 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。 3製造保安責任者免状の種類の欄は、製造保安責任者免状の交付を受けている者のみ記載すること。  

様
式
第
９
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第9（第39条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器検査所廃止届書 ×受理年月日年月日 名称 容器検査所所在地 業務廃止年月日 業務廃止の理由 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
１
０
（
第
４
１
条
第
１
項
関
係
）

様式第10（第41条第1項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 登録申請書 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の5第1項の登録を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等製造設備の名称、性能及び数 4．容器等検査設備の名称、性能及び数 5．品質管理の方法及び検査のための組織 6．容器等検査員の氏名及び数 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第3項から第6項の事項は、別紙に記載することができる。  
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様
式
第
１
１
（
第
４
１
条
第
３
項
関
係
）

様式第11（第41条第3項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 検査申請書 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の5第1項の登録に係る同条第4項の検査を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．登録のための検査に係る責任者及び連絡先 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
２
（
第
４
６
条
第
１
項
関
係
）

様式第12（第46条第1項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令130・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 調査申請書 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 高圧ガス保安法第49条の8第1項の規定に基づき下記のとおり同法第49条の5第1項の登録を受けるための容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに検査の方法についての調査を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等製造設備の名称、性能及び数 4．容器等検査設備の名称、性能及び数 5．品質管理の方法及び検査のための組織 6．検査の方法 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第3項から第6項の事項は、別紙に記載することができる。  

様
式
第
１
３
（
第
４
６
条
第
２
項
関
係
）

様式第13（第46条第2項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令130・平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・一部改正） 調査結果報告書 番号 年月日 殿 高圧ガス保安協会 印 検査組織等調査機関 高圧ガス保安法第49条の8第1項（同法第49条の31第2項において準用する同法第49条の8第1項）の規定に基づき、下記のとおり容器等製造業者の容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに検査の方法についての調査を行った結果、同法第49条の7第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに同法第44条第1項又は第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法に適合していると認められますので報告します。 記 1．容器等製造業者の名称及び代表者の氏名 2．調査を行った工場又は事業場の名称及び所在地 3．調査を行った年月日 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
４
（
第
４
８
条
関
係
）

様式第14（第48条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・令元経産令17・一部改正） 登録証 年月日 経済産業大臣印 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の11第1項（同法第49条の31第2項において準用する同法第49条の11第1項）の規定により本証明書を交付する。 記 1．登録番号 2．工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等事業区分 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
５
（
第
４
９
条
関
係
）

様式第15（第49条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 変更届書 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり変更したので、高圧ガス保安法第49条の12の規定に基づき届け出ます。 記 1．登録番号及び容器等事業区分 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 4．変更の内容及び事由 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
６
（
第
５
１
条
関
係
）

様式第16（第51条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 事業廃止届書 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記の製造の事業は、年月日に廃止したので高圧ガス保安法第49条の14の規定により届け出ます。 記 1．登録番号及び容器等事業区分 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
７
（
第
５
２
条
関
係
）

様式第17（第52条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 登録証再交付申請書 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の15の規定により登録証の再交付を受けたいので申請します。 記 1．登録番号 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 4．容器等事業区分 5．理由 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
８
（
第
５
３
条
関
係
）

様式第18（第53条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・一部改正） 登録簿謄本交付（閲覧）請求書 年月日 収入 印紙 殿 請求者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 高圧ガス保安法第49条の20（同法第49条の31第2項において準用する同法第49条の20）の規定により、次のとおり登録簿の謄本の交付（閲覧）を請求します。 記 1．登録容器等製造業者（外国登録容器等製造業者）の氏名又は名称及び住所 2．登録の年月日 3．登録番号 4．容器等事業区分 5．登録簿の謄本の請求の場合にあつては、その枚数 備考 1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第1項から第4項までに掲げる事項は、請求の内容に従い記載すること。第2項及び第3項に掲げる事項については、不明の場合はこの限りではない。  
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様
式
第
１
９
（
第
５
４
条
第
１
項
関
係
）

様式第19（第54条第1項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国製造業者登録申請書 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の31第1項の登録を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等製造設備の名称、性能及び数 4．容器等検査設備の名称、性能及び数 5．品質管理の方法及び検査のための組織 6．容器等検査員の氏名及び数 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第3項から第6項の事項は、別紙に記載することができる。 3住所を証明できる書面を添付すること。  

様
式
第
２
０
（
第
５
４
条
第
２
項
関
係
）

様式第20（第54条第2項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国製造業者検査申請書 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の31第1項の登録に係る同条第2項において準用する同法第49条の5第4項の検査を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．登録のための検査に係る責任者及び連絡先 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2住所を証明できる書面を添付すること。  

様
式
第
２
１
（
第
５
４
条
第
３
項
関
係
）

様式第21（第54条第3項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令130・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国製造業者調査申請書 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 高圧ガス保安法第49条の31第2項において準用する同法第49条の8第1項の規定に基づき下記のとおり同法第49条の31第1項の登録を受けるための容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに検査の方法についての調査を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等製造設備の名称、性能及び数 4．容器等検査設備の名称、性能及び数 5．品質管理の方法及び検査のための組織 6．検査の方法 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第3項から第6項の事項は、別紙に記載することができる。 3住所を証明できる書面を添付すること  

様
式
第
２
２
（
第
５
５
条
第
１
項
関
係
）

様式第22（第55条第1項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国登録容器等製造業者変更届書 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり変更したので、高圧ガス保安法第49条の31第2項において準用する同法第49条の12の規定に基づき届け出ます。 記 1．登録番号及び容器等事業区分 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 4．変更の内容及び事由 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
２
３
（
第
５
５
条
第
２
項
関
係
）

様式第23（第55条第2項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国登録容器等製造業者事業廃止届書 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記の製造の事業は、年月日に廃止したので高圧ガス保安法第49条の31第2項において準用する同法第49条の14の規定により届け出ます。 記 1．登録番号及び容器等事業区分 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
２
４
（
第
５
５
条
第
３
項
関
係
）

様式第24（第55条第3項関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国登録容器等製造業者登録証再交付申請書 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の31第2項において準用する同法第49条の15の規定により登録証の再交付を受けたいので申請します。 記 1．登録番号 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 4．容器等事業区分 5．理由 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
２
５
（
第
５
７
条
関
係
）

様式第25（第57条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器型式承認申請書×受理年月日年月日 ×承認番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 容器所在地又は事業所所在地 登録を受けた年月日 容器等事業区分 登録番号 容器の種類 耐圧試験圧力 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
２
６
（
第
５
９
条
関
係
）

様式第26（第59条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・令元経産令17・一部改正） 容器型式承認証 型式承認番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 事業所所在地 容器等事業区分 種類 耐圧試験圧力 材料 容器の内訳 計算最小肉厚 外径 全長 内容積 上記のとおり承認する。 年月日 経済産業大臣印 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
２
７
（
第
６
０
条
関
係
）

様式第27（第60条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平30経産令61・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器型式試験申請書 ×受理年月日年月日 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 容器所在地又は事業所所在地 登録番号及び容器等事業区分 容器の種類 耐圧試験圧力 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
２
８
（
第
６
１
条
関
係
）

様式第28（第61条関係）（平9通産令20・追加、令元経産令17・一部改正） 容器型式試験合格証 発行番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 事業所所在地 容器等事業区分 種類 耐圧試験圧力 材料 容器の内訳 計算最小肉厚 外径 全長 内容積 容器保安規則第61条の規定により本合格証を交付する。 年月日 高圧ガス保安協会 印 指定容器検査機関 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
２
９
（
第
６
３
条
関
係
）

様式第29（第63条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平12通産令300・平28経産令105・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 附属品型式承認申請書×受理年月日年月日 ×承認番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 附属品所在地又は事業所所在地 登録を受けた年月日 登録番号及び容器等事業区分 附属品の種類 当該附属品が装置される容器に充さ れるガスの耐圧試験圧力 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
３
０
（
第
６
５
条
関
係
）

様式第30（第65条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令300・平28経産令105・令元経産令17・一部改正） 附属品型式承認証 型式承認番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 事業所所在地 容器等事業区分 種類 当該附属品が装置される容器に充 されるガスの耐圧試験圧力 附属品の内訳 本体の材料 安全弁の方式 上記のとおり承認する。 年月日 経済産業大臣印 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
３
１
（
第
６
６
条
関
係
）

様式第31（第66条関係）（平9通産令20・追加、平12通産令23・平28経産令105・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 附属品型式試験申請書 ×受理年月日年月日 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 附属品所在地又は事業所所在地 登録番号及び容器等事業区分 附属品の種類 当該附属品が装置される容器に充さ れるガスの耐圧試験圧力 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
３
２
（
第
６
７
条
関
係
）

様式第32（第67条関係）（平9通産令20・追加、平28経産令105・令元経産令17・一部改正） 附属品型式試験合格証 発行番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 事業所所在地 容器等事業区分 種類 当該附属品が装置される容器に充 されるガスの耐圧試験圧力 附属品の内訳 本体の材料 安全弁の方式 容器保安規則第67条の規定により本合格証を交付する。 年月日 高圧ガス保安協会 印 指定容器検査機関 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
３
３
（
第
６
９
条
関
係
）

様式第33（第69条関係）（平9通産令20・追加、平10通産令28・平12通産令300・平17経産令21・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器規格不適合報告書 ×受理年月日年月日 容器検査の申請をした者の氏名又は名 称 容器検査の申請をした者の住所 所有者の氏名又は名称 所有者の住所 検査の区別 容器の種類 容器の数量 検査年月日 検査員氏名 理由 年月日 高圧ガス保安協会 指定容器検査機関 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
３
４
（
第
７
０
条
関
係
）

様式第34（第70条関係）（平9通産令20・追加、平10通産令28・平12通産令300・平17経産令21・平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 附属品規格不適合報告書 ×受理年月日年月日 附属品検査の申請をした者の氏名又は 名称 附属品検査の申請をした者の住所 所有者の氏名又は名称 所有者の住所 検査の区分 附属品の種類 附属品の数量 検査年月日 検査員氏名 理由 年月日 高圧ガス保安協会 指定容器検査機関 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

28


